
消 防 危 第 １ ２ ０ 号

平成１６年１０月２９日

各都道府県知事

各指定都市市長

消 防 庁 次 長

火災予防条例（例）の一部改正について

消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律（平成１６年６月

２日法律第６５号）及び危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正す

る政令（平成１６年７月９日政令第２２５号）が公布され、指定数量未満の危険物及

び指定可燃物等の取扱いについて 「貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備、

の技術上の基準」を市町村条例で定めることとしたこと並びに再生資源燃料が指定可

、 「 （ ） （ ）」燃物の品名に追加されたこと等に伴い 現行の ○○市 町・村 火災予防条例 例

（昭和３６年１１月２２日付自消甲予発第７３号）の一部を別添のとおり改正するこ

ととしました。改正の概要等は下記のとおりです。

貴職におかれては、執務の参考とするとともに、各都道府県知事におかれては貴都

道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。

記

第１ 指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基

準に関する事項

指定数量未満の危険物及び指定可燃物に関して、従来の「貯蔵及び取扱いの技術

上の基準」に加え 「貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基、

準」についても市町村条例で定めることとされたことに伴い、両基準を整理したこ

。（ 、 、 、 、 ）と 第３１条～第３１条の６ 第３１条の８ 第３３条 第３４条 第３４条の３

第２ 合成樹脂類の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する事項

１ 火災拡大防止等を図るため、屋外の場所において貯蔵し、又は取り扱う場所の周

囲に一定(１～３ｍ)以上の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けることと

したこと （第３４条第２項第３号ロ）。

２ 火災被害局限化のため、屋内において、異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所

殿



相互間についても区画することとしたこと （第３４条第２項第３号ハ）。

第３ 再生資源燃料について

１ 綿花類等に適用される対策のうち、共通して適用する防火対策を適用すること

としたこと （第３４条）。

２ 再生資源燃料のうち、廃棄物固形化燃料その他の水分によって発熱又は可燃性

ガスの発生のおそれがあるものについて、次の対策を定めたので、それぞれ次の

事項に留意されたいこと。

（１）貯蔵及び取扱いの技術上の基準（第３４条第１項第５号）

イ 適切な水分管理を行うこと。

・廃棄物固形化燃料にあっては、１０％以下のできる限り低い管理値が設定

されること。

ロ 適切な温度の廃棄物固形化燃料等に限り受け入れること。

・外気温に対する許容変動幅も考慮した管理値が設定されること。

ハ ５メートル以下の適切な集積高さとすること。

・廃棄物固形化燃料等の性状管理、換気等による貯蔵条件管理等に応じた最

大集積高さとされること。

ニ 温度、可燃性ガス濃度の監視により発熱の状況を常に監視すること。

・測定値の変化に応じた適切な対応措置が定められること。

（２）位置、構造及び設備の技術上の基準（第３４条第２項第４号）

イ 発熱の状況を監視するための温度測定装置を設けること。

・発熱の有無を適正に監視できるよう精度、設置位置等に留意されること。

ロ 別表第八に定める数量の１００倍以上の廃棄物固形化燃料等をタンクにお

いて貯蔵する場合は、当該タンクは迅速に排出できる構造とするか、散水設

備又は不活性ガス封入設備を設置すること。

・発熱・発火が生じた場合に、速やかに拡大防止が図れるよう設置されるこ

と。

なお、廃棄物固形化燃料（ＲＤＦ）については、その成分構成から水分によっ

て発熱又は可燃性ガスの発生のおそれがあるものとみなされるが、他の再生資源

燃料にあっては、想定される貯蔵、取扱条件において同種の危険性を生じるか否

かに関し当該物品の製造者等が把握すべきものであること。

また、このような物品の情報が把握された場合には、全国的な情報共有化を図

っていく観点から、消防庁に報告されたいこと。

第４ 危険要因の把握と必要な措置について

自主的な保安対策による事故防止の推進を図るため、別表第八に定める数量の１

００倍以上の再生資源燃料（廃棄物固形化燃料等に限る 、可燃性固体類、可燃性。）

液体類又は合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、火災の発生及び拡大の危険



要因を自ら把握するとともに、火災予防上有効な措置を講じることとしたこと （第。

３４条の２）

なお、危険要因の把握にあたっては、一般に類似施設の事故・トラブル事例等を

参考に対象施設の火災発生・拡大要因を整理することとなるが、その手法を特に問

うものではなく、施設形態、貯蔵・取扱形態が類型化され得るような施設にあって

は、例えばこれまでの経験・知見に基づき構成設備、取扱工程等ごとに想定事故形

態と必要と考える対策とを箇条的に整理するような簡易な方法も考えられること。

第５ その他

１ 施行期日は、平成１７年１２月１日とすること （附則第１条）。

２ この条例の施行の際、現に存する廃棄物固形化燃料等の施設については、集積高

さ制限の規定に関し一定の条件に適合する場合に限り、保管施設の追加確保、集積

高さに関する科学的知見の収集等の早急な対応が図られるまでの当分の間適用しな

いこと等の経過措置を講じること （附則第２条、第４条第１項）。

なお、集積高さ制限の規定に係る経過措置の条件に関しては、追って指針を示す

予定であること。

３ 合成樹脂類に係る位置、構造及び設備の技術上の基準について経過措置を講じ

ること （附則第３条）。

４ 廃棄物固形化燃料等の施設の集積高さ制限に関しては、引き続き検証が加えら

、 、 、れ 一層確実な安全対策の確立に努めていくことが重要であり 検証結果の分析

検討が広く行われていく必要があること （附則第５条）。
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別
添

○
○
市
（
町
・
村
）
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
例
）

○
○
市
（
町
・
村
）
火
災
予
防
条
例
（
昭
和
○
○
年
○
○
市
（
町
・
村
）
条
例
第
○
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
四
章

指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
及
び
指
定
可
燃
物
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い
の
技
術
上
の
基
準
」
を
「
第
四
章

指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
及
び
指
定
可
燃
物
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い
の
技
術
上
の
基
準
等
」
に
、
「
第
一
節

指
定
数
量
未
満
の

危
険
物
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い
の
基
準
（
第
三
十
条
―
第
三
十
二
条
）
」
を
「
第
一
節

指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
の
貯
蔵
及
び

取
扱
い
の
技
術
上
の
基
準
等
（
第
三
十
条
―
第
三
十
二
条
）
」
に
、
「
第
二
節

指
定
可
燃
物
等
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い
の
基
準

（
第
三
十
三
条
・
第
三
十
四
条
）
」
を
「
第
二
節

指
定
可
燃
物
等
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い
の
技
術
上
の
基
準
等
（
第
三
十
三
条

―
第
三
十
四
条
の
二
）
」
に
、
「
第
三
十
四
条
の
二
」
を
「
第
三
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
前
の
見
出
し
中
「
基
準
」
を
「
技
術
上
の
基
準
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
貯
蔵
及
び
取
扱
い
」
の
下
に
「
並

び
に
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
」
を
加
え
る
。

第
三
十
一
条
の
二
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
並
び
に
第
十
九
号
及
び
第
二
十
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
一
号
と
し
、
第
十
一
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号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
九
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
二
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
第
二
十
二
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
を
十
一

号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
六

危
険
物
を
容
器
に
収
納
し
、
又
は
詰
め
替
え
る
場
合
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

固
体
の
危
険
物
に
あ
つ
て
は
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
総
理
府
令
第
五
十
五
号
。
以
下
「
危

険
物
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
三
、
液
体
の
危
険
物
に
あ
つ
て
は
危
険
物
規
則
別
表
第
三
の
二
の
危
険
物
の
類
別
及

び
危
険
等
級
の
別
の
項
に
掲
げ
る
危
険
物
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
表
に
お
い
て
適
応
す
る
も
の
と
さ
れ
る
内
装
容
器
（

内
装
容
器
の
容
器
の
種
類
の
項
が
空
欄
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
外
装
容
器
）
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
容
器
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
内
装
容
器
等
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
容
器
に
収
納
し
、
又
は
詰
め
替
え
る

と
と
も
に
、
温
度
変
化
等
に
よ
り
危
険
物
が
漏
れ
な
い
よ
う
に
容
器
を
密
封
し
て
収
納
す
る
こ
と
。

ロ

イ
の
内
装
容
器
等
に
は
、
見
や
す
い
箇
所
に
危
険
物
規
則
第
三
十
九
条
の
三
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
の
例

に
よ
る
表
示
を
す
る
こ
と
。

十
七

危
険
物
を
収
納
し
た
容
器
を
積
み
重
ね
て
貯
蔵
す
る
場
合
に
は
、
高
さ
三
メ
ー
ト
ル
（
第
四
類
の
危
険
物
の
う
ち
第

三
石
油
類
及
び
第
四
石
油
類
を
収
納
し
た
容
器
の
み
を
積
み
重
ね
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
て
積
み
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重
ね
な
い
こ
と
。

第
三
十
一
条
の
二
本
則
を
本
則
第
一
項
と
し
、
本
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
す

べ
て
に
共
通
す
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
に
は
、
見
や
す
い
箇
所
に
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
つ
て
い
る
旨
を

表
示
し
た
標
識
（
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
タ
ン
ク
の
う
ち
車
両
に
固
定
さ
れ
た
タ
ン
ク
（
以
下
「
移
動
タ
ン

ク
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
三
メ
ー
ト
ル
平
方
の
地
が
黒
色
の
板
に
黄
色
の
反
射
塗
料
そ
の
他
反
射
性
を
有
す

る
材
料
で
「
危
」
と
表
示
し
た
標
識
）
並
び
に
危
険
物
の
類
、
品
名
、
最
大
数
量
及
び
移
動
タ
ン
ク
以
外
の
場
所
に
あ
つ

て
は
防
火
に
関
し
必
要
な
事
項
を
掲
示
し
た
掲
示
板
を
設
け
る
こ
と
。

二

危
険
物
を
取
り
扱
う
機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備
は
、
危
険
物
の
漏
れ
、
あ
ふ
れ
又
は
飛
散
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る

構
造
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
設
備
に
危
険
物
の
漏
れ
、
あ
ふ
れ
又
は
飛
散
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
の
附
帯

設
備
を
設
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

危
険
物
を
加
熱
し
、
若
し
く
は
冷
却
す
る
設
備
又
は
危
険
物
の
取
扱
い
に
伴
つ
て
温
度
の
変
化
が
起
こ
る
設
備
に
は
、
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温
度
測
定
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

四

危
険
物
を
加
熱
し
、
又
は
乾
燥
す
る
設
備
は
、
直
火
を
用
い
な
い
構
造
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
設
備
が
防
火
上

安
全
な
場
所
に
設
け
ら
れ
て
い
る
と
き
、
又
は
当
該
設
備
に
火
災
を
防
止
す
る
た
め
の
附
帯
設
備
を
設
け
た
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

五

危
険
物
を
加
圧
す
る
設
備
又
は
そ
の
取
り
扱
う
危
険
物
の
圧
力
が
上
昇
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
設
備
に
は
、
圧
力
計
及
び

有
効
な
安
全
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

六

引
火
性
の
熱
媒
体
を
使
用
す
る
設
備
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
各
部
分
を
熱
媒
体
又
は
そ
の
蒸
気
が
漏
れ
な
い
構
造
と
す
る

と
と
も
に
、
当
該
設
備
に
設
け
る
安
全
装
置
は
、
熱
媒
体
又
は
そ
の
蒸
気
を
火
災
予
防
上
安
全
な
場
所
に
導
く
構
造
と
す

る
こ
と
。

七

電
気
設
備
は
、
電
気
工
作
物
に
係
る
法
令
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

八

危
険
物
を
取
り
扱
う
に
あ
た
つ
て
静
電
気
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
設
備
に
は
、
当
該
設
備
に
蓄
積
さ
れ
る
静
電
気

を
有
効
に
除
去
す
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

九

危
険
物
を
取
り
扱
う
配
管
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。
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イ

配
管
は
、
そ
の
設
置
さ
れ
る
条
件
及
び
使
用
さ
れ
る
状
況
に
照
ら
し
て
十
分
な
強
度
を
有
す
る
も
の
と
し
、
か
つ
、

当
該
配
管
に
係
る
最
大
常
用
圧
力
の
一
・
五
倍
以
上
の
圧
力
で
水
圧
試
験
（
水
以
外
の
不
燃
性
の
液
体
又
は
不
燃
性
の

気
体
を
用
い
て
行
う
試
験
を
含
む
。
）
を
行
つ
た
と
き
漏
え
い
そ
の
他
の
異
常
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

配
管
は
、
取
り
扱
う
危
険
物
に
よ
り
容
易
に
劣
化
す
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

配
管
は
、
火
災
等
に
よ
る
熱
に
よ
つ
て
容
易
に
変
形
す
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
配
管

が
地
下
そ
の
他
の
火
災
等
に
よ
る
熱
に
よ
り
悪
影
響
を
受
け
る
お
そ
れ
の
な
い
場
所
に
設
置
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ニ

配
管
に
は
、
外
面
の
腐
食
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
配
管
が
設
置
さ
れ
る
条
件
の

下
で
腐
食
す
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ホ

配
管
を
地
下
に
設
置
す
る
場
合
に
は
、
配
管
の
接
合
部
分
（
溶
接
そ
の
他
危
険
物
の
漏
え
い
の
お
そ
れ
が
な
い
と
認

め
ら
れ
る
方
法
に
よ
り
接
合
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
当
該
接
合
部
分
か
ら
の
危
険
物
の
漏
え
い
を
点
検
す

る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ヘ

配
管
を
地
下
に
設
置
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
上
部
の
地
盤
面
に
か
か
る
重
量
が
当
該
配
管
に
か
か
ら
な
い
よ
う
に
保
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護
す
る
こ
と
。

第
三
十
一
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
三

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
を
屋
外
に
お
い
て
架
台
で
貯
蔵
す
る
場
合
に
は
、

高
さ
六
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
危
険
物
を
収
納
し
た
容
器
を
貯
蔵
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
を
屋
外
に
お
い
て
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
の
位
置
、
構
造

及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
屋
外
の
場
所
（
移
動
タ
ン
ク
を
除
く
。
）
の
周
囲
に
は
容
器
等
の
種
類
及
び
貯
蔵

し
、
又
は
取
り
扱
う
数
量
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
幅
の
空
地
を
保
有
す
る
か
、
又
は
防
火
上
有
効
な
塀
を
設
け
る
こ

と
。
た
だ
し
、
開
口
部
の
な
い
防
火
構
造
（
建
築
基
準
法
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
防
火
構
造
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
の
壁
又
は
不
燃
材
料
で
造
つ
た
壁
に
面
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

容
器
等
の
種
類

貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
数
量

空
地
の
幅

タ
ン
ク
又
は
金
属
製
容
器

指
定
数
量
の
二
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満

一
メ
ー
ト
ル
以
上

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
二
分
の
一
未
満

一
メ
ー
ト
ル
以
上
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そ
の
他
の
場
合

指
定
数
量
の
二
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満

二
メ
ー
ト
ル
以
上

二

液
状
の
危
険
物
を
取
り
扱
う
設
備
（
タ
ン
ク
を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
直
下
の
地
盤
面
の
周
囲
に
囲
い
を
設
け
、
又
は

危
険
物
の
流
出
防
止
に
こ
れ
と
同
等
以
上
の
効
果
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
当
該
地
盤
面
は
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
そ
の
他
危
険
物
が
浸
透
し
な
い
材
料
で
覆
い
、
か
つ
、
適
当
な
傾
斜
及
び
た
め
ま
す
又
は
油
分
離
装
置
を

設
け
る
こ
と
。

三

危
険
物
を
収
納
し
た
容
器
を
架
台
で
貯
蔵
す
る
場
合
に
は
、
架
台
は
不
燃
材
料
で
堅
固
に
造
る
こ
と
。

第
三
十
一
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
十
一
条
の
三
の
二

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
を
屋
内
に
お
い
て
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う

場
所
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

壁
、
柱
、
床
及
び
天
井
は
、
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
、
又
は
覆
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

窓
及
び
出
入
口
に
は
、
防
火
戸
を
設
け
る
こ
と
。

三

液
状
の
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
床
は
、
危
険
物
が
浸
透
し
な
い
構
造
と
す
る
と
と
も
に
、
適
当
な
傾
斜
を
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つ
け
、
か
つ
、
た
め
ま
す
を
設
け
る
こ
と
。

四

架
台
を
設
け
る
場
合
は
、
架
台
は
不
燃
材
料
で
堅
固
に
造
る
こ
と
。

五

危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
た
め
に
必
要
な
採
光
、
照
明
及
び
換
気
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

六

可
燃
性
の
蒸
気
又
は
可
燃
性
の
微
粉
が
滞
留
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
は
、
そ
の
蒸
気
又
は
微
粉
を
屋
外
の
高
所
に
排

出
す
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

第
三
十
一
条
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
四

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
タ
ン
ク
（
地
盤
面
下

に
埋
没
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
（
以
下
「
地
下
タ
ン
ク
」
と
い
う
。
）
及
び
移
動
タ
ン
ク
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
危
険
物
を
収
納
す
る
場
合
は
、
当
該
タ
ン
ク
の
容
量
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

２

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
タ
ン
ク
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の

技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

そ
の
容
量
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
厚
さ
の
鋼
板
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
材
料
で
気
密
に

造
る
と
と
も
に
、
圧
力
タ
ン
ク
を
除
く
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
水
張
試
験
に
お
い
て
、
圧
力
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
最
大
常
用
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圧
力
の
一
・
五
倍
の
圧
力
で
十
分
間
行
う
水
圧
試
験
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
漏
れ
、
又
は
変
形
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

た
だ
し
、
固
体
の
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

タ
ン
ク
の
容
量

板
厚

四
十
リ
ッ
ト
ル
以
下

一
・
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上

四
十
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
百
リ
ッ
ト
ル
以
下

一
・
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上

百
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
二
百
五
十
リ
ッ
ト
ル
以
下

一
・
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上

二
百
五
十
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
五
百
リ
ッ
ト
ル
以
下

二
・
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上

五
百
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
千
リ
ッ
ト
ル
以
下

二
・
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上

千
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
二
千
リ
ッ
ト
ル
以
下

二
・
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上

二
千
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
も
の

三
・
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上

二

地
震
等
に
よ
り
容
易
に
転
倒
又
は
落
下
し
な
い
よ
う
に
設
け
る
こ
と
。

三

外
面
に
は
、
さ
び
止
め
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
、
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
そ
の
他
さ
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び
に
く
い
材
質
で
造
ら
れ
た
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

圧
力
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
有
効
な
安
全
装
置
を
、
圧
力
タ
ン
ク
以
外
の
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
有
効
な
通
気
管
又
は
通
気

口
を
設
け
る
こ
と
。

五

引
火
点
が
四
十
度
未
満
の
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
圧
力
タ
ン
ク
以
外
の
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
、
通
気
管
又

は
通
気
口
に
引
火
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六

見
や
す
い
位
置
に
危
険
物
の
量
を
自
動
的
に
表
示
す
る
装
置
（
ガ
ラ
ス
管
等
を
用
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
設
け
る
こ

と
。

七

注
入
口
は
、
火
災
予
防
上
支
障
の
な
い
場
所
に
設
け
る
と
と
も
に
、
当
該
注
入
口
に
は
弁
又
は
ふ
た
を
設
け
る
こ
と
。

八

タ
ン
ク
の
配
管
に
は
、
タ
ン
ク
直
近
の
容
易
に
操
作
で
き
る
位
置
に
開
閉
弁
を
設
け
る
こ
と
。

九

タ
ン
ク
の
配
管
は
、
地
震
等
に
よ
り
当
該
配
管
と
タ
ン
ク
と
の
結
合
部
分
に
損
傷
を
与
え
な
い
よ
う
に
設
置
す
る
こ
と
。

十

液
体
の
危
険
物
の
タ
ン
ク
の
周
囲
に
は
、
危
険
物
が
漏
れ
た
場
合
に
そ
の
流
出
を
防
止
す
る
た
め
の
有
効
な
措
置
を
講

ず
る
こ
と
。

十
一

屋
外
に
設
置
す
る
も
の
で
、
タ
ン
ク
の
底
板
を
地
盤
面
に
接
し
て
設
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
底
板
の
外
面
の
腐
食
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を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

第
三
十
一
条
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
一
の
五

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
地
下
タ
ン
ク
に
危
険
物

を
収
納
す
る
場
合
は
、
当
該
タ
ン
ク
の
容
量
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

２

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
地
下
タ
ン
ク
の
位
置
、
構
造
及
び
設

備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
前
条
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一

地
盤
面
下
に
設
け
ら
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
等
の
タ
ン
ク
室
に
設
置
し
、
又
は
危
険
物
の
漏
れ
を
防
止
す
る
こ
と
が
で

き
る
構
造
に
よ
り
地
盤
面
下
に
設
置
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
四
類
の
危
険
物
の
タ
ン
ク
で
、
そ
の
外
面
が
ア
ス
フ
ァ
ル

ト
ル
ー
フ
ィ
ン
グ
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
プ
ラ
イ
マ
ー
、
モ
ル
タ
ル
、
エ
ポ
キ
シ
樹
脂
、
タ
ー
ル
エ
ポ
キ
シ
樹
脂
等
に
よ
り
有

効
に
保
護
さ
れ
て
い
る
場
合
又
は
腐
食
し
難
い
材
質
で
造
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

自
動
車
等
に
よ
る
上
部
か
ら
の
荷
重
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
、
当
該
タ
ン
ク
に
直
接
荷
重
が
か

か
ら
な
い
よ
う
に
ふ
た
を
設
け
る
こ
と
。
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三

タ
ン
ク
は
、
堅
固
な
基
礎
の
上
に
固
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四

タ
ン
ク
は
、
厚
さ
三
・
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鋼
板
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す
る
金
属
板
若
し
く
は
こ

れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
ガ
ラ
ス
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
で
気
密
に
造
る
と
と
も
に
、
圧
力
タ
ン
ク
を
除
く
タ

ン
ク
に
あ
つ
て
は
七
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
で
、
圧
力
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
最
大
常
用
圧
力
の
一
・
五
倍
の
圧
力
で
、

そ
れ
ぞ
れ
十
分
間
行
う
水
圧
試
験
に
お
い
て
、
漏
れ
、
又
は
変
形
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

危
険
物
の
量
を
自
動
的
に
表
示
す
る
装
置
又
は
計
量
口
を
設
け
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
計
量
口
を
設
け
る
タ

ン
ク
に
つ
い
て
は
、
計
量
口
の
直
下
の
タ
ン
ク
の
底
板
に
そ
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六

タ
ン
ク
の
配
管
は
、
当
該
タ
ン
ク
の
頂
部
に
取
り
付
け
る
こ
と
。

七

タ
ン
ク
の
周
囲
に
は
、
当
該
タ
ン
ク
か
ら
の
液
体
の
危
険
物
の
漏
れ
を
検
査
す
る
た
め
の
管
を
二
箇
所
以
上
適
当
な
位

置
に
設
け
る
こ
と
。

第
三
十
一
条
の
六
中
「
第
三
十
一
条
の
四
第
三
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
第
一
号
か

ら
第
十
一
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
十
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
本

則
を
本
則
第
一
項
と
し
、
本
則
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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２

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
移
動
タ
ン
ク
の
位
置
、
構
造
及
び
設

備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
第
三
十
一
条
の
四
第
二
項
第
三
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

火
災
予
防
上
安
全
な
場
所
に
常
置
す
る
こ
と
。

二

タ
ン
ク
は
、
厚
さ
三
・
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鋼
板
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
材
料
で
気
密

に
造
る
と
と
も
に
、
圧
力
タ
ン
ク
を
除
く
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
七
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
で
、
圧
力
タ
ン
ク
に
あ
つ
て

は
最
大
常
用
圧
力
の
一
・
五
倍
の
圧
力
で
、
そ
れ
ぞ
れ
十
分
間
行
う
水
圧
試
験
に
お
い
て
、
漏
れ
、
又
は
変
形
し
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。

三

タ
ン
ク
は
、
Ｕ
ボ
ル
ト
等
で
車
両
の
シ
ャ
ー
シ
フ
レ
ー
ム
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
分
に
強
固
に
固
定
す
る
こ
と
。

四

常
用
圧
力
が
二
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
二
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
二
十
四
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以

下
の
範
囲
の
圧
力
で
、
常
用
圧
力
が
二
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
常
用
圧
力
の
一
・
一
倍
以
下
の

圧
力
で
作
動
す
る
安
全
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

五

タ
ン
ク
は
、
そ
の
内
部
に
四
千
リ
ッ
ト
ル
以
下
ご
と
に
完
全
な
間
仕
切
を
厚
さ
三
・
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鋼
板
又

は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
材
料
で
設
け
る
こ
と
。
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六

前
号
の
間
仕
切
に
よ
り
仕
切
ら
れ
た
部
分
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
マ
ン
ホ
ー
ル
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
安
全
装
置
を
設
け

る
と
と
も
に
、
当
該
間
仕
切
に
よ
り
仕
切
ら
れ
た
部
分
の
容
量
が
二
千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
厚
さ
一
・

六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鋼
板
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
材
料
で
造
ら
れ
た
防
波
板
を
設
け
る
こ

と
。

七

マ
ン
ホ
ー
ル
及
び
注
入
口
の
ふ
た
は
、
厚
さ
三
・
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鋼
板
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
械
的
性

質
を
有
す
る
材
料
で
造
る
こ
と
。

八

マ
ン
ホ
ー
ル
、
注
入
口
、
安
全
装
置
等
の
附
属
装
置
が
そ
の
上
部
に
突
出
し
て
い
る
タ
ン
ク
に
は
、
当
該
タ
ン
ク
の
転

倒
等
に
よ
る
当
該
附
属
装
置
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
防
護
枠
を
設
け
る
こ
と
。

九

タ
ン
ク
の
下
部
に
排
出
口
を
設
け
る
場
合
は
、
当
該
タ
ン
ク
の
排
出
口
に
、
非
常
の
場
合
に
直
ち
に
閉
鎖
す
る
こ
と
が

で
き
る
弁
等
を
設
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
直
近
に
そ
の
旨
を
表
示
し
、
か
つ
、
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
当
該
弁
等
の
損

傷
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十

タ
ン
ク
の
配
管
は
、
先
端
部
に
弁
等
を
設
け
る
こ
と
。

十
一

タ
ン
ク
及
び
附
属
装
置
の
電
気
設
備
で
、
可
燃
性
の
蒸
気
が
滞
留
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
設
け
る
も
の
は
、
可
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燃
性
の
蒸
気
に
引
火
し
な
い
構
造
と
す
る
こ
と
。

第
三
十
一
条
の
八
中
「
第
三
十
一
条
の
六
ま
で
の
」
の
下
に
「
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
」
を
加
え
る
。

第
三
十
三
条
の
見
出
し
中
「
基
準
」
を
「
技
術
上
の
基
準
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
備
考
第
五
号
」
を
「
備
考
第
六

号
」
に
、
「
備
考
第
七
号
」
を
「
備
考
第
八
号
」
に
、
「
危
険
物
が
漏
れ
な
い
」
を
「
可
燃
性
液
体
類
等
が
漏
れ
な
い
」
に
改

め
、
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
一
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

可
燃
性
液
体
類
等
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
技
術
上
の
基
準

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

可
燃
性
液
体
類
等
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
屋
外
の
場
所
の
周
囲
に
は
、
可
燃
性
固
体
類
及
び
可
燃
性
液
体
類
（
以

下
「
可
燃
性
固
体
類
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
容
器
等
の
種
類
及
び
可
燃
性
固
体
類
等
の
数
量
の
倍
数
（
貯
蔵
し
、

又
は
取
り
扱
う
可
燃
性
固
体
類
等
の
数
量
を
別
表
第
八
に
定
め
る
当
該
可
燃
性
固
体
類
等
の
数
量
で
除
し
て
得
た
値
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
応
じ
次
の
表
に
掲
げ
る
幅
の
空
地
を
、
指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量

未
満
の
第
四
類
の
危
険
物
の
う
ち
動
植
物
油
類
に
あ
つ
て
は
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
幅
の
空
地
を
そ
れ
ぞ
れ
保
有
す
る
か
、
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又
は
防
火
上
有
効
な
塀
を
設
け
る
こ
と
。

容
器
等
の
種
類

可
燃
性
固
体
類
等
の
数
量
の
倍
数

空
地
の
幅

一
以
上
二
十
未
満

一
メ
ー
ト
ル
以
上

タ
ン
ク
又
は
金
属
製
容
器

二
十
以
上
二
百
未
満

二
メ
ー
ト
ル
以
上

二
百
以
上

三
メ
ー
ト
ル
以
上

一
以
上
二
十
未
満

一
メ
ー
ト
ル
以
上

そ
の
他
の
場
合

二
十
以
上
二
百
未
満

三
メ
ー
ト
ル
以
上

二
百
以
上

五
メ
ー
ト
ル
以
上

二

別
表
第
八
で
定
め
る
数
量
の
二
十
倍
以
上
の
可
燃
性
固
体
類
等
を
屋
内
に
お
い
て
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
合
は
、

壁
、
柱
、
床
及
び
天
井
を
不
燃
材
料
で
造
つ
た
室
内
に
お
い
て
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
周
囲
に
幅
一
メ
ー
ト
ル
（
別

表
第
八
で
定
め
る
数
量
の
二
百
倍
以
上
の
可
燃
性
固
体
類
等
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
合
は
、
三
メ
ー
ト
ル
）
以
上

の
空
地
を
保
有
す
る
か
、
又
は
防
火
上
有
効
な
隔
壁
を
設
け
た
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
内
に
あ
つ
て
は
、
壁
、
柱
、
床

及
び
天
井
を
不
燃
材
料
で
覆
つ
た
室
内
に
お
い
て
、
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
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第
三
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
可
燃
性
液
体
類
等
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い
並
び
に
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
の
位

置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
条
か
ら
第
三
十
一
条
の
八
ま
で
（
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項

第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
、
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
並
び
に
第
三
十
一
条
の
七
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
三
十
四
条
の
見
出
し
中
「
基
準
」
を
「
技
術
上
の
基
準
等
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

再
生
資
源
燃
料
（
別
表
第
八
備
考
第
五
号
に
規
定
す
る
再
生
資
源
燃
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
廃
棄
物
固

形
化
燃
料
そ
の
他
の
水
分
に
よ
つ
て
発
熱
又
は
可
燃
性
ガ
ス
の
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
（
以
下
「
廃
棄
物
固
形
化
燃

料
等
」
と
い
う
。
）
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
合
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
合
は
、
適
切
な
水
分
管
理
を
行
う
こ
と
。

ロ

廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
を
貯
蔵
す
る
場
合
は
、
適
切
な
温
度
に
保
持
さ
れ
た
廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
に
限
り
受
け
入

れ
る
こ
と
。

ハ

三
日
を
超
え
て
集
積
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
発
火
の
危
険
性
を
減
じ
、
発
火
時
に
お
い
て
も
速
や
か
な
拡
大
防
止

の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
適
切
な
集
積
高
さ
と
す
る
こ
と
。
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ニ

廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
を
貯
蔵
す
る
場
合
は
、
温
度
、
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
の
監
視
に
よ
り
廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
の

発
熱
の
状
況
を
常
に
監
視
す
る
こ
と
。

第
三
十
四
条
第
六
号
及
び
第
七
号
を
削
り
、
同
条
本
則
を
本
則
第
一
項
と
し
、
本
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

綿
花
類
等
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
技
術
上
の
基
準
に
よ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

綿
花
類
等
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
に
は
、
綿
花
類
等
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
つ
て
い
る
旨
を
表
示
し
た
標

識
並
び
に
綿
花
類
等
の
品
名
、
最
大
数
量
及
び
防
火
に
関
し
必
要
な
事
項
を
掲
示
し
た
掲
示
板
を
設
け
る
こ
と
。

二

綿
花
類
等
の
う
ち
廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
及
び
合
成
樹
脂
類

(

別
表
第
八
備
考
第
九
号
に
規
定
す
る
合
成
樹
脂
類
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
も
の
を
集
積
す
る
場
合
に
は
、
一
集
積
単
位
の
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
に
な
る
よ

う
に
区
分
す
る
と
と
も
に
、
集
積
単
位
相
互
間
に
次
の
表
に
掲
げ
る
距
離
を
保
つ
こ
と
。
た
だ
し
、
廃
棄
物
固
形
化
燃
料

等
以
外
の
再
生
資
源
燃
料
及
び
石
炭
・
木
炭
類
（
同
表
備
考
第
七
号
に
規
定
す
る
石
炭
・
木
炭
類
を
い
う
。
）
に
あ
つ
て

は
、
温
度
計
等
に
よ
り
温
度
を
監
視
す
る
と
と
も
に
、
廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
以
外
の
再
生
資
源
燃
料
又
は
石
炭
・
木
炭

類
を
適
温
に
保
つ
た
め
の
散
水
設
備
等
を
設
置
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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区
分

距
離

面
積
が
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
集
積
単
位
相
互
間

一
メ
ー
ト
ル
以
上

（一）

面
積
が
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
集
積
単
位
相
互
間

二
メ
ー
ト
ル
以
上

（二）

三

綿
花
類
等
の
う
ち
合
成
樹
脂
類
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
合
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

集
積
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
一
集
積
単
位
の
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
に
な
る
よ
う
に
区
分
す
る
と
と
も

に
、
集
積
単
位
相
互
間
に
次
の
表
に
掲
げ
る
距
離
を
保
つ
こ
と
。
た
だ
し
、
火
災
の
拡
大
又
は
延
焼
を
防
止
す
る
た
め

散
水
設
備
を
設
置
す
る
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

区
分

距
離

面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
集
積
単
位
相
互
間

一
メ
ー
ト
ル
以
上

（一）

面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
集
積
単
位
相
互
間

二
メ
ー
ト
ル
以
上

（二）

面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
集
積
単
位
相
互
間

三
メ
ー
ト
ル
以
上

（三）
ロ

合
成
樹
脂
類
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
屋
外
の
場
所
の
周
囲
に
は
、
一
メ
ー
ト
ル
（
別
表
第
八
で
定
め
る
数
量
の

二
十
倍
以
上
の
合
成
樹
脂
類
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
合
は
、
三
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
空
地
を
保
有
す
る
か
、
又
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は
防
火
上
有
効
な
塀
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
開
口
部
の
な
い
防
火
構
造
の
壁
又
は
不
燃
材
料
で
造
つ
た
壁
に
面
す

る
と
き
又
は
火
災
の
延
焼
を
防
止
す
る
た
め
水
幕
設
備
を
設
置
す
る
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

ハ

屋
内
に
お
い
て
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
合
は
、
貯
蔵
す
る
場
所
と
取
り
扱
う
場
所
の
間
及
び
異
な
る
取
扱
い
を

行
う
場
合
の
取
り
扱
う
場
所
相
互
の
間
を
不
燃
性
の
材
料
を
用
い
て
区
画
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
火
災
の
延
焼
を
防
止

す
る
た
め
水
幕
設
備
を
設
置
す
る
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ニ

別
表
第
八
に
定
め
る
数
量
の
百
倍
以
上
を
屋
内
に
お
い
て
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
合
は
、
壁
及
び
天
井
を
難
燃

材
料
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
難
燃
材
料
を
い
う
。
）
で
仕
上
げ
た
室
内
に
お
い
て
行
う
こ

と
。

四

廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
は
、
前
号
イ
及
び
ニ
の
規
定
の
例

に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
技
術
上
の
基
準
に
よ
る
こ
と
。

イ

廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
の
発
熱
の
状
況
を
監
視
す
る
た
め
の
温
度
測
定
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

ロ

別
表
第
八
で
定
め
る
数
量
の
百
倍
以
上
の
廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
を
タ
ン
ク
に
お
い
て
貯
蔵
す
る
場
合
は
、
当
該
タ
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ン
ク
は
廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
に
発
熱
が
生
じ
た
場
合
に
廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
を
迅
速
に
排
出
で
き
る
構
造
と
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
タ
ン
ク
に
廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
の
発
熱
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
散
水
設
備
又
は
不
活
性

ガ
ス
封
入
設
備
を
設
置
し
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
十
四
条
の
二
中
「
こ
の
章
の
規
定
に
よ
る
貯
蔵
及
び
取
扱
い
」
の
下
に
「
並
び
に
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
の
位

置
、
構
造
及
び
設
備
」
を
加
え
る
。

第
三
十
四
条
の
二
を
第
四
章
第
三
節
中
第
三
十
四
条
の
三
と
し
、
第
四
章
第
二
節
中
第
三
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。

第
三
十
四
条
の
二

別
表
第
八
で
定
め
る
数
量
の
百
倍
以
上
の
再
生
資
源
燃
料
（
廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
に
限
る
。
）
、
可
燃

性
固
体
類
、
可
燃
性
液
体
類
又
は
合
成
樹
脂
類
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
合
は
、
当
該
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所

に
お
け
る
火
災
の
危
険
要
因
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
当
該
危
険
要
因
に
応
じ
た
火
災
予
防

上
有
効
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
六
条
中
「
五
倍
以
上
（
」
の
下
に
「
再
生
資
源
燃
料
、
」
を
加
え
る
。

別
表
第
八
中
「
第
三
十
四
条
」
の
次
に
「
、
第
三
十
四
条
の
二
」
を
加
え
、
わ
ら
類
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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再
生
資
源
燃
料

一
、
〇
〇
〇

別
表
第
八
備
考
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

五

再
生
資
源
燃
料
と
は
、
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項

に
規
定
す
る
再
生
資
源
を
原
材
料
と
す
る
燃
料
を
い
う
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
施
設
に
つ
い
て
は
、
当

該
施
設
が
次
の
各
号
の
す
べ
て
に
適
合
す
る
場
合
に
限
り
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
○
○
市
（
町
・
村
）
火
災
予
防
条
例
（

以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
第
一
項
第
五
号
ハ
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一

五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
適
切
な
高
さ
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
の
は
、
施
設
の
保
安
確
保
の
た
め
に
必
要
な
最
少
限
度
の
回
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数
に
止
め
る
こ
と
と
し
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
連
続
す
る
お
お
む
ね
二
箇
月
以
内
の
期
間
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
期
間
に
お
い
て
は
、
適
切
な
発
熱
・
発
火
防
止
対
策
及
び
発
火
時
の
適
切
な
拡
大
防
止
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い

る
こ
と
。

第
三
条

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
、
現
に
新
条
例
別
表
第
八
に
定
め
る
数
量
以
上
の
合
成
樹
脂
類
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
つ

て
い
る
屋
外
の
場
所
の
う
ち
、
新
条
例
第
三
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ロ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
場
所
の
位
置
、
構
造

及
び
設
備
に
係
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
同
号
ロ
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な

い
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
、
現
に
新
条
例
別
表
第
八
に
定
め
る
数
量
以
上
の
合
成
樹
脂
類
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
つ
て
い

る
屋
内
の
場
所
の
う
ち
、
新
条
例
第
三
十
四
条
第
二
項
第
三
号
ハ
（
異
な
る
取
扱
い
を
行
う
場
合
の
取
り
扱
う
場
所
の
相
互

の
間
を
区
画
す
る
部
分
に
限
る
。
）
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
場
所
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
に
係
る
基
準
に
つ
い
て

は
、
同
号
ハ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
条

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
、
現
に
新
条
例
別
表
第
八
に
定
め
る
数
量
以
上
の
再
生
資
源
燃
料
（
廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等

に
限
る
。
）
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
つ
て
い
る
場
所
の
う
ち
、
新
条
例
第
三
十
四
条
第
二
項
第
四
号
に
定
め
る
基
準
に
適
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合
し
な
い
場
所
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
に
係
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
を

適
用
し
な
い
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
、
現
に
新
条
例
別
表
第
八
に
定
め
る
数
量
以
上
の
再
生
資
源
燃
料
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
こ

と
と
な
る
者
に
対
す
る
新
条
例
第
四
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
あ
ら
か
じ
め
」
と
あ
る
の
は

、
「
平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
す
る
。

（
検
討
）

第
五
条

新
条
例
第
三
十
四
条
第
一
項
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
集
積
高
さ
に
つ
い
て
は
、
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
検
討
が
加
え

ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
そ
の
見
直
し
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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別
添

火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
例
）
新
旧
対
照
条
文

○
○
市
（
町
・
村
）
火
災
予
防
条
例
（
例
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

新

旧

目

次

目

次

第
一
章
～
第
三
章

（
略
）

第
一
章
～
第
三
章

（
略
）

第
四
章

指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
及
び
指
定
可
燃
物
の
貯
蔵
及

第
四
章

指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
及
び
指
定
可
燃
物
の
貯
蔵
及

び
取
扱
い
の
技
術
上
の
基
準
等

び
取
扱
い
の
技
術
上
の
基
準

第
一
節

指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い
の
技

第
一
節

指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い
の
基

術
上
の
基
準
等
（
第
三
十
条
―
第
三
十
二
条
）

準
（
第
三
十
条
―
第
三
十
二
条
）

第
二
節

指
定
可
燃
物
等
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い
の
技
術
上
の
基

第
二
節

指
定
可
燃
物
等
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い
の
基
準
（
第
三

準
等
（
第
三
十
三
条
―
第
三
十
四
条
の
二
）

十
三
条
・
第
三
十
四
条
）

第
三
節

基
準
の
特
例
（
第
三
十
四
条
の
三
）

第
三
節

基
準
の
特
例
（
第
三
十
四
条
の
二
）

第
五
章
～
第
七
章

（
略
）

第
五
章
～
第
七
章

（
略
）

附
則

附
則

（
指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
の
貯
蔵

（
指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
の
貯
蔵

及
び
取
扱
い
の
技
術
上
の
基
準
等
）

及
び
取
扱
い
の
基
準
）

第
三
十
一
条

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の
危
険

第
三
十
一
条

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の
危
険

物
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い
並
び
に
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
の

物
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い

位
置
、
構
造
及
び
設
備
は
、
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条

は
、
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条

か
ら
第
三
十
一
条
の
八
ま
で
に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
よ
ら
な

か
ら
第
三
十
一
条
の
八
ま
で
に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
一
条
の
二

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の

第
三
十
一
条
の
二

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の
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危
険
物
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い
の
す
べ
て
に
共
通
す
る
技
術
上
の
基

危
険
物
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い
の
す
べ
て
に
共
通
す
る
技
術
上
の
基

準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
に
は
、
見
や
す
い

箇
所
に
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
つ
て
い
る
旨
を
表
示

し
た
標
識
（
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
タ
ン
ク
の
う

ち
車
両
に
固
定
さ
れ
た
タ
ン
ク
（
以
下
「
移
動
タ
ン
ク
」
と
い

う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
三
メ
ー
ト
ル
平
方
の
地
が
黒
色
の

板
に
黄
色
の
反
射
塗
料
そ
の
他
反
射
性
を
有
す
る
材
料
で
「
危

」
と
表
示
し
た
標
識
）
並
び
に
危
険
物
の
類
、
品
名
、
最
大
数

量
及
び
移
動
タ
ン
ク
以
外
の
場
所
に
あ
つ
て
は
防
火
に
関
し
必

要
な
事
項
を
掲
示
し
た
掲
示
板
を
設
け
る
こ
と
。

二

危
険
物
を
取
り
扱
う
機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備
は
、
危
険
物

の
漏
れ
、
あ
ふ
れ
又
は
飛
散
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
設
備
に
危
険
物
の
漏
れ
、
あ
ふ

れ
又
は
飛
散
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
の
附
帯
設
備
を
設

け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

危
険
物
を
加
熱
し
、
若
し
く
は
冷
却
す
る
設
備
又
は
危
険
物

の
取
扱
い
に
伴
つ
て
温
度
の
変
化
が
起
こ
る
設
備
に
は
、
温
度

測
定
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

四

危
険
物
を
加
熱
し
、
又
は
乾
燥
す
る
設
備
は
、
直
火
を
用
い

な
い
構
造
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
設
備
が
防
火
上
安
全

な
場
所
に
設
け
ら
れ
て
い
る
と
き
、
又
は
当
該
設
備
に
火
災
を

防
止
す
る
た
め
の
附
帯
設
備
を
設
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

五

危
険
物
を
加
圧
す
る
設
備
又
は
そ
の
取
り
扱
う
危
険
物
の
圧

力
が
上
昇
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
設
備
に
は
、
圧
力
計
及
び
有
効

な
安
全
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

六

引
火
性
の
熱
媒
体
を
使
用
す
る
設
備
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
各

部
分
を
熱
媒
体
又
は
そ
の
蒸
気
が
漏
れ
な
い
構
造
と
す
る
と
と

も
に
、
当
該
設
備
に
設
け
る
安
全
装
置
は
、
熱
媒
体
又
は
そ
の
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蒸
気
を
火
災
予
防
上
安
全
な
場
所
に
導
く
構
造
と
す
る
こ
と
。

七

電
気
設
備
は
、
電
気
工
作
物
に
係
る
法
令
の
規
定
の
例
に
よ

る
こ
と
。

八

危
険
物
を
取
り
扱
う
に
あ
た
つ
て
静
電
気
が
発
生
す
る
お
そ

れ
の
あ
る
設
備
に
は
、
当
該
設
備
に
蓄
積
さ
れ
る
静
電
気
を
有

効
に
除
去
す
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

九

危
険
物
を
取
り
扱
う
配
管
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

配
管
は
、
そ
の
設
置
さ
れ
る
条
件
及
び
使
用
さ
れ
る
状
況

に
照
ら
し
て
十
分
な
強
度
を
有
す
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
当

該
配
管
に
係
る
最
大
常
用
圧
力
の
一
・
五
倍
以
上
の
圧
力
で

水
圧
試
験
（
水
以
外
の
不
燃
性
の
液
体
又
は
不
燃
性
の
気
体

を
用
い
て
行
う
試
験
を
含
む
。
）
を
行
つ
た
と
き
漏
え
い
そ

の
他
の
異
常
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

配
管
は
、
取
り
扱
う
危
険
物
に
よ
り
容
易
に
劣
化
す
る
お

そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

配
管
は
、
火
災
等
に
よ
る
熱
に
よ
つ
て
容
易
に
変
形
す
る

お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
配
管
が

地
下
そ
の
他
の
火
災
等
に
よ
る
熱
に
よ
り
悪
影
響
を
受
け
る

お
そ
れ
の
な
い
場
所
に
設
置
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

ニ

配
管
に
は
、
外
面
の
腐
食
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講

ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
配
管
が
設
置
さ
れ
る
条
件
の
下

で
腐
食
す
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ホ

配
管
を
地
下
に
設
置
す
る
場
合
に
は
、
配
管
の
接
合
部
分

（
溶
接
そ
の
他
危
険
物
の
漏
え
い
の
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め

ら
れ
る
方
法
に
よ
り
接
合
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
当
該
接
合
部
分
か
ら
の
危
険
物
の
漏
え
い
を
点
検
す
る
こ

と
が
で
き
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ヘ

配
管
を
地
下
に
設
置
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
上
部
の
地
盤
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面
に
か
か
る
重
量
が
当
該
配
管
に
か
か
ら
な
い
よ
う
に
保
護

す
る
こ
と
。

一

た
め
ま
す
又
は
油
分
離
装
置
に
た
ま
つ
た
危
険
物
は
、
あ
ふ

十

た
め
ま
す
又
は
油
分
離
装
置
に
た
ま
つ
た
危
険
物
は
、
あ
ふ

れ
な
い
よ
う
に
随
時
く
み
上
げ
る
こ
と
。

れ
な
い
よ
う
に
随
時
く
み
上
げ
る
こ
と
。

二

危
険
物
又
は
危
険
物
の
く
ず
、
か
す
等
を
廃
棄
す
る
場
合
に

十
一

危
険
物
又
は
危
険
物
の
く
ず
、
か
す
等
を
廃
棄
す
る
場
合

は
、
そ
れ
ら
の
性
質
に
応
じ
、
安
全
な
場
所
に
お
い
て
、
他
に

に
は
、
そ
れ
ら
の
性
質
に
応
じ
、
安
全
な
場
所
に
お
い
て
、
他

危
害
又
は
損
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
方
法
に
よ
り
行
う
こ

に
危
害
又
は
損
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
方
法
に
よ
り
行
う

と
。

こ
と
。

三

危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
で
は
当
該
危
険
物

十
二

危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
で
は
当
該
危
険

の
性
質
に
応
じ
、
遮
光
又
は
換
気
を
行
う
こ
と
。

物
の
性
質
に
応
じ
、
遮
光
又
は
換
気
を
行
う
こ
と
。

四

危
険
物
は
、
温
度
計
、
湿
度
計
、
圧
力
計
そ
の
他
の
計
器
を

十
三

危
険
物
は
、
温
度
計
、
湿
度
計
、
圧
力
計
そ
の
他
の
計
器

監
視
し
て
、
当
該
危
険
物
の
性
質
に
応
じ
た
適
正
な
温
度
、
湿

を
監
視
し
て
、
当
該
危
険
物
の
性
質
に
応
じ
た
適
正
な
温
度
、

度
又
は
圧
力
を
保
つ
よ
う
に
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
こ
と
。

湿
度
又
は
圧
力
を
保
つ
よ
う
に
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
こ
と

。

五

危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
合
に
お
い
て
は
、
危

十
四

危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
合
に
お
い
て
は
、

険
物
の
変
質
、
異
物
の
混
入
等
に
よ
り
、
当
該
危
険
物
の
危
険

危
険
物
の
変
質
、
異
物
の
混
入
等
に
よ
り
、
当
該
危
険
物
の
危

性
が
増
大
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

険
性
が
増
大
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六

危
険
物
が
残
存
し
、
又
は
残
存
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
設

十
五

危
険
物
が
残
存
し
、
又
は
残
存
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る

備
、
機
械
器
具
、
容
器
等
を
修
理
す
る
場
合
は
、
安
全
な
場
所

設
備
、
機
械
器
具
、
容
器
等
を
修
理
す
る
場
合
は
、
安
全
な
場

に
お
い
て
、
危
険
物
を
完
全
に
除
去
し
た
後
に
行
う
こ
と
。

所
に
お
い
て
、
危
険
物
を
完
全
に
除
去
し
た
後
に
行
う
こ
と
。

七

可
燃
性
の
液
体
、
可
燃
性
の
蒸
気
若
し
く
は
可
燃
性
の
ガ
ス

十
六

可
燃
性
の
液
体
、
可
燃
性
の
蒸
気
若
し
く
は
可
燃
性
の
ガ

が
漏
れ
、
若
し
く
は
滞
留
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
又
は
可
燃

ス
が
漏
れ
、
若
し
く
は
滞
留
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
又
は
可

性
の
微
粉
が
著
し
く
浮
遊
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
で
は
、
電

燃
性
の
微
粉
が
著
し
く
浮
遊
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
で
は
、

線
と
電
気
器
具
と
を
完
全
に
接
続
し
、
か
つ
、
火
花
を
発
す
る

電
線
と
電
気
器
具
と
を
完
全
に
接
続
し
、
か
つ
、
火
花
を
発
す

機
械
器
具
、
工
具
、
履
物
等
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

る
機
械
器
具
、
工
具
、
履
物
等
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

八

危
険
物
を
保
護
液
中
に
保
存
す
る
場
合
は
、
当
該
危
険
物
が

十
七

危
険
物
を
保
護
液
中
に
保
存
す
る
場
合
は
、
当
該
危
険
物

保
護
液
か
ら
露
出
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

が
保
護
液
か
ら
露
出
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

九

接
触
又
は
混
合
に
よ
り
発
火
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
危
険
物
と

十
八

接
触
又
は
混
合
に
よ
り
発
火
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
危
険
物

危
険
物
そ
の
他
の
物
品
は
、
相
互
に
近
接
し
て
置
か
な
い
こ
と

と
危
険
物
そ
の
他
の
物
品
は
、
相
互
に
近
接
し
て
置
か
な
い
こ

。
た
だ
し
、
接
触
又
は
混
合
し
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
た
場

と
。
た
だ
し
、
接
触
又
は
混
合
し
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
た
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合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

十
九

危
険
物
を
容
器
に
収
納
し
、
又
は
詰
め
替
え
る
場
合
は
、

次
に
よ
る
こ
と
。

イ

固
体
の
危
険
物
に
あ
つ
て
は
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規

則
（
昭
和
三
十
四
年
総
理
府
令
第
五
十
五
号
。
以
下
「
危
険

物
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
三
、
液
体
の
危
険
物
に
あ
つ

て
は
危
険
物
規
則
別
表
第
三
の
二
の
危
険
物
の
類
別
及
び
危

険
等
級
の
別
の
項
に
掲
げ
る
危
険
物
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の

表
に
お
い
て
適
応
す
る
も
の
と
さ
れ
る
内
装
容
器
（
内
装
容

器
の
容
器
の
種
類
の
項
が
空
欄
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
外
装

容
器
）
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
容
器

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
内
装
容
器
等
」
と
い
う
。
）
に

適
合
す
る
容
器
に
収
納
し
、
又
は
詰
め
替
え
る
と
と
も
に
、

温
度
変
化
等
に
よ
り
危
険
物
が
漏
れ
な
い
よ
う
に
容
器
を
密

封
し
て
収
納
す
る
こ
と
。

ロ

イ
の
内
装
容
器
等
に
は
、
見
や
す
い
箇
所
に
危
険
物
規
則

第
三
十
九
条
の
三
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
の
例
に

よ
る
表
示
を
す
る
こ
と
。

二
十

危
険
物
を
収
納
し
た
容
器
を
積
み
重
ね
て
貯
蔵
す
る
場
合

に
は
、
高
さ
三
メ
ー
ト
ル
（
第
四
類
の
危
険
物
の
う
ち
第
三
石

油
類
及
び
第
四
石
油
類
を
収
納
し
た
容
器
の
み
を
積
み
重
ね
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
て
積
み
重
ね
な
い

こ
と
。

十

危
険
物
を
加
熱
し
、
又
は
乾
燥
す
る
場
合
は
、
危
険
物
の
温

二
十
一

危
険
物
を
加
熱
し
、
又
は
乾
燥
す
る
場
合
は
、
危
険
物

度
が
局
部
的
に
上
昇
し
な
い
方
法
で
行
う
こ
と
。

の
温
度
が
局
部
的
に
上
昇
し
な
い
方
法
で
行
う
こ
と
。

十
一

危
険
物
を
詰
め
替
え
る
場
合
は
、
防
火
上
安
全
な
場
所
で

二
十
二

危
険
物
を
詰
め
替
え
る
場
合
は
、
防
火
上
安
全
な
場
所

行
う
こ
と
。

で
行
う
こ
と
。

十
二

吹
付
塗
装
作
業
は
、
防
火
上
有
効
な
隔
壁
で
区
画
さ
れ
た

二
十
三

吹
付
塗
装
作
業
は
、
防
火
上
有
効
な
隔
壁
で
区
画
さ
れ

場
所
等
安
全
な
場
所
で
行
う
こ
と
。

た
場
所
等
安
全
な
場
所
で
行
う
こ
と
。

十
三

焼
入
れ
作
業
は
、
危
険
物
が
危
険
な
温
度
に
達
し
な
い
よ

二
十
四

焼
入
れ
作
業
は
、
危
険
物
が
危
険
な
温
度
に
達
し
な
い
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う
に
し
て
行
う
こ
と
。

よ
う
に
し
て
行
う
こ
と
。

十
四

染
色
又
は
洗
浄
の
作
業
は
、
可
燃
性
の
蒸
気
の
換
気
を
よ

二
十
五

染
色
又
は
洗
浄
の
作
業
は
、
可
燃
性
の
蒸
気
の
換
気
を

く
し
て
行
う
と
と
も
に
、
廃
液
を
み
だ
り
に
放
置
し
な
い
で
安

よ
く
し
て
行
う
と
と
も
に
、
廃
液
を
み
だ
り
に
放
置
し
な
い
で

全
に
処
置
す
る
こ
と
。

安
全
に
処
置
す
る
こ
と
。

十
五

バ
ー
ナ
ー
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
バ
ー
ナ
ー
の

二
十
六

バ
ー
ナ
ー
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
バ
ー
ナ
ー

逆
火
を
防
ぎ
、
か
つ
、
危
険
物
が
あ
ふ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ

の
逆
火
を
防
ぎ
、
か
つ
、
危
険
物
が
あ
ふ
れ
な
い
よ
う
に
す
る

と
。

こ
と
。

十
六

危
険
物
を
容
器
に
収
納
し
、
又
は
詰
め
替
え
る
場
合
は
、

次
に
よ
る
こ
と
。

イ

固
体
の
危
険
物
に
あ
つ
て
は
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規

則
（
昭
和
三
十
四
年
総
理
府
令
第
五
十
五
号
。
以
下
「
危
険

物
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
三
、
液
体
の
危
険
物
に
あ
つ

て
は
危
険
物
規
則
別
表
第
三
の
二
の
危
険
物
の
類
別
及
び
危

険
等
級
の
別
の
項
に
掲
げ
る
危
険
物
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の

表
に
お
い
て
適
応
す
る
も
の
と
さ
れ
る
内
装
容
器
（
内
装
容

器
の
容
器
の
種
類
の
項
が
空
欄
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
外
装

容
器
）
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
容
器

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
内
装
容
器
等
」
と
い
う
。
）
に

適
合
す
る
容
器
に
収
納
し
、
又
は
詰
め
替
え
る
と
と
も
に
、

温
度
変
化
等
に
よ
り
危
険
物
が
漏
れ
な
い
よ
う
に
容
器
を
密

封
し
て
収
納
す
る
こ
と
。

ロ

イ
の
内
装
容
器
等
に
は
、
見
や
す
い
箇
所
に
危
険
物
規
則

第
三
十
九
条
の
三
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
の
例
に

よ
る
表
示
を
す
る
こ
と
。

十
七

危
険
物
を
収
納
し
た
容
器
を
積
み
重
ね
て
貯
蔵
す
る
場
合

に
は
、
高
さ
三
メ
ー
ト
ル
（
第
四
類
の
危
険
物
の
う
ち
第
三
石

油
類
及
び
第
四
石
油
類
を
収
納
し
た
容
器
の
み
を
積
み
重
ね
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
メ
ー
ト
ル
）
を
超
え
て
積
み
重
ね
な
い

こ
と
。

２

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
を
貯
蔵
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し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
す
べ
て
に

共
通
す
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
に
は
、
見
や
す
い

箇
所
に
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
つ
て
い
る
旨
を
表
示

し
た
標
識
（
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
タ
ン
ク
の
う

ち
車
両
に
固
定
さ
れ
た
タ
ン
ク
（
以
下
「
移
動
タ
ン
ク
」
と
い

う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
三
メ
ー
ト
ル
平
方
の
地
が
黒
色
の

板
に
黄
色
の
反
射
塗
料
そ
の
他
反
射
性
を
有
す
る
材
料
で
「
危

」
と
表
示
し
た
標
識
）
並
び
に
危
険
物
の
類
、
品
名
、
最
大
数

量
及
び
移
動
タ
ン
ク
以
外
の
場
所
に
あ
つ
て
は
防
火
に
関
し
必

要
な
事
項
を
掲
示
し
た
掲
示
板
を
設
け
る
こ
と
。

二

危
険
物
を
取
り
扱
う
機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備
は
、
危
険
物

の
漏
れ
、
あ
ふ
れ
又
は
飛
散
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
設
備
に
危
険
物
の
漏
れ
、
あ
ふ

れ
又
は
飛
散
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
の
附
帯
設
備
を
設

け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

危
険
物
を
加
熱
し
、
若
し
く
は
冷
却
す
る
設
備
又
は
危
険
物

の
取
扱
い
に
伴
つ
て

温
度
の
変
化
が
起
こ
る
設
備
に
は
、
温
度

測
定
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

四

危
険
物
を
加
熱
し
、
又
は
乾
燥
す
る
設
備
は
、
直
火
を
用
い

な
い
構
造
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
設
備
が
防
火
上
安
全

な
場
所
に
設
け
ら
れ
て
い
る
と
き
、
又
は
当
該
設
備
に
火
災
を

防
止
す
る
た
め
の
附
帯
設
備
を
設
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

五

危
険
物
を
加
圧
す
る
設
備
又
は
そ
の
取
り
扱
う
危
険
物
の
圧

力
が
上
昇
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
設
備
に
は
、
圧
力
計
及
び
有
効

な
安
全
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

六

引
火
性
の
熱
媒
体
を
使
用
す
る
設
備
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
各

部
分
を
熱
媒
体
又
は
そ
の
蒸
気
が
漏
れ
な
い
構
造
と
す
る
と
と

も
に
、
当
該
設
備
に
設
け
る
安
全
装
置
は
、
熱
媒
体
又
は
そ
の



- 8 -

蒸
気
を
火
災
予
防
上
安
全
な
場
所
に
導
く
構
造
と
す
る
こ
と
。

七

電
気
設
備
は
、
電
気
工
作
物
に
係
る
法
令
の
規
定
の
例
に
よ

る
こ
と
。

八

危
険
物
を
取
り
扱
う
に
あ
た
つ
て
静
電
気
が
発
生
す
る
お
そ

れ
の
あ
る
設
備
に
は
、
当
該
設
備
に
蓄
積
さ
れ
る
静
電
気
を
有

効
に
除
去
す
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

九

危
険
物
を
取
り
扱
う
配
管
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

配
管
は
、
そ
の
設
置
さ
れ
る
条
件
及
び
使
用
さ
れ
る
状
況

に
照
ら
し
て
十
分
な
強
度
を
有
す
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
当

該
配
管
に
係
る
最
大
常
用
圧
力
の
一
・
五
倍
以
上
の
圧
力
で

水
圧
試
験
（
水
以
外
の
不
燃
性
の
液
体
又
は
不
燃
性
の
気
体

を
用
い
て
行
う
試
験
を
含
む
。
）
を
行
つ
た
と
き
漏
え
い
そ

の
他
の
異
常
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

配
管
は
、
取
り
扱
う
危
険
物
に
よ
り
容
易
に
劣
化
す
る
お

そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

配
管
は
、
火
災
等
に
よ
る
熱
に
よ
つ
て
容
易
に
変
形
す
る

お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
配
管
が

地
下
そ
の
他
の
火
災
等
に
よ
る
熱
に
よ
り
悪
影
響
を
受
け
る

お
そ
れ
の
な
い
場
所
に
設
置
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

ニ

配
管
に
は
、
外
面
の
腐
食
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講

ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
配
管
が
設
置
さ
れ
る
条
件
の
下

で
腐
食
す
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ホ

配
管
を
地
下
に
設
置
す
る
場
合
に
は
、
配
管
の
接
合
部
分

（
溶
接
そ
の
他
危
険
物
の
漏
え
い
の
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め

ら
れ
る
方
法
に
よ
り
接
合
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
当
該
接
合
部
分
か
ら
の
危
険
物
の
漏
え
い
を
点
検
す
る
こ

と
が
で
き
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ヘ

配
管
を
地
下
に
設
置
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
上
部
の
地
盤
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面
に
か
か
る
重
量
が
当
該
配
管
に
か
か
ら
な
い
よ
う
に
保
護

す
る
こ
と
。

第
三
十
一
条
の
三

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の

第
三
十
一
条
の
三

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の

危
険
物
を
屋
外
に
お
い
て
架
台
で
貯
蔵
す
る
場
合
に
は
、
高
さ
六

危
険
物
を
屋
外
に
お
い
て
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
合
の
技
術

メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
危
険
物
を
収
納
し
た
容
器
を
貯
蔵
し
て
は
な

上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ら
な
い
。

２

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
を
屋
外

に
お
い
て
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
の
位
置
、
構
造
及
び
設

備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
屋
外
の
場
所
（
移
動
タ

一

危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
屋
外
の
場
所
（
移
動
タ

ン
ク
を
除
く
。
）
の
周
囲
に
は
容
器
等
の
種
類
及
び
貯
蔵
し
、

ン
ク
を
除
く
。
）
の
周
囲
に
は
容
器
等
の
種
類
及
び
貯
蔵
し
、

又
は
取
り
扱
う
数
量
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
幅
の
空
地
を

又
は
取
り
扱
う
数
量
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
幅
の
空
地
を

保
有
す
る
か
、
又
は
防
火
上
有
効
な
塀
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ

保
有
す
る
か
、
又
は
防
火
上
有
効
な
塀
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ

し
、
開
口
部
の
な
い
防
火
構
造
（
建
築
基
準
法
第
二
条
第
八
号

し
、
開
口
部
の
な
い
防
火
構
造
（
建
築
基
準
法
第
二
条
第
八
号

に
規
定
す
る
防
火
構
造
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
壁
又
は
不

に
規
定
す
る
防
火
構
造
を
い
う
。
）
の
壁
又
は
不
燃
材
料
で
造

燃
材
料
で
造
つ
た
壁
に
面
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

つ
た
壁
に
面
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

容

器

等

の

種

貯

蔵
し

、
又

は

取
り

扱
う

空
地
の
幅

容

器

等

の

種

貯

蔵
し

、
又
は

取
り
扱
う

空
地
の
幅

類

数
量

類

数
量

タ

ン

ク

又

は

指
定
数
量

の
二

分
の

一
以

一
メ
ー
ト
ル
以
上

タ

ン

ク

又

は

指
定
数

量

の
二

分
の

一
以

一
メ
ー
ト
ル
以
上

金
属
製
容
器

上
指
定
数
量
未
満

金
属
製
容
器

上
指
定
数
量
未
満

指
定
数

量
の

五
分
の

一
以

一
メ
ー
ト
ル
以
上

指
定

数

量
の

五

分
の

一
以

一
メ
ー
ト
ル
以
上

そ

の

他

の

場

上
二
分
の
一
未
満

そ

の

他

の

場

上
二
分
の
一
未
満

合

合

指
定
数
量

の
二

分
の

一
以

二
メ
ー
ト
ル
以
上

指
定
数

量

の
二

分
の

一
以

二
メ
ー
ト
ル
以
上

上
指
定
数
量
未
満

上
指
定
数
量
未
満
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二

液
状
の
危
険
物
を
取
り
扱
う
設
備
（
タ
ン
ク
を
除
く
。
）
に

二

液
状
の
危
険
物
を
取
り
扱
う
設
備
（
タ
ン
ク
を
除
く
。
）
に

は
、
そ
の
直
下
の
地
盤
面
の
周
囲
に
囲
い
を
設
け
、
又
は
危
険

は
、
そ
の
直
下
の
地
盤
面
の
周
囲
に
囲
い
を
設
け
、
又
は
危
険

物
の
流
出
防
止
に
こ
れ
と
同
等
以
上
の
効
果
が
あ
る
と
認
め
ら

物
の
流
出
防
止
に
こ
れ
と
同
等
以
上
の
効
果
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
当
該
地
盤
面
は
、
コ
ン
ク
リ

れ
る
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
当
該
地
盤
面
は
、
コ
ン
ク
リ

ー
ト
そ
の
他
危
険
物
が
浸
透
し
な
い
材
料
で
覆
い
、
か
つ
、
適

ー
ト
そ
の
他
危
険
物
が
浸
透
し
な
い
材
料
で
覆
い
、
か
つ
、
適

当
な
傾
斜
及
び
た
め
ま
す
又
は
油
分
離
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

当
な
傾
斜
及
び
た
め
ま
す
又
は
油
分
離
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

三

危
険
物
を
収
納
し
た
容
器
を
架
台
で
貯
蔵
す
る
場
合
に
は
、

三

危
険
物
を
収
納
し
た
容
器
を
架
台
で
貯
蔵
す
る
場
合
に
は
、

架
台
は
不
燃
材
料
で
堅
固
に
造
る
こ
と
。

架
台
は
不
燃
材
料
で
堅
固
に
造
る
と
と
も
に
、
高
さ
六
メ
ー
ト

ル
を
超
え
て
容
器
を
貯
蔵
し
な
い
こ
と
。

２

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
を
屋
内

に
お
い
て
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
合
の
技
術
上
の
基
準
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

壁
、
柱
、
床
及
び
天
井
は
、
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
、
又
は
覆

わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

窓
及
び
出
入
口
に
は
、
防
火
戸
を
設
け
る
こ
と
。

三

液
状
の
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
床
は
、
危
険
物

が
浸
透
し
な
い
構
造
と
す
る
と
と
も
に
、
適
当
な
傾
斜
を
つ
け

、
か
つ
、
た
め
ま
す
を
設
け
る
こ
と
。

四

架
台
を
設
け
る
場
合
は
、
架
台
は
不
燃
材
料
で
堅
固
に
造
る

こ
と
。

五

危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
た
め
に
必
要
な
採
光
、

照
明
及
び
換
気
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

六

可
燃
性
の
蒸
気
又
は
可
燃
性
の
微
粉
が
滞
留
す
る
お
そ
れ
の

あ
る
場
合
は
、
そ
の
蒸
気
又
は
微
粉
を
屋
外
の
高
所
に
排
出
す

る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

第
三
十
一
条
の
三
の
二

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未

満
の
危
険
物
を
屋
内
に
お
い
て
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
の

位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。
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一

壁
、
柱
、
床
及
び
天
井
は
、
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
、
又
は
覆

わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

窓
及
び
出
入
口
に
は
、
防
火
戸
を
設
け
る
こ
と
。

三

液
状
の
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
床
は
、
危
険
物

が
浸
透
し
な
い
構
造
と
す
る
と
と
も
に
、
適
当
な
傾
斜
を
つ
け

、
か
つ
、
た
め
ま
す
を
設
け
る
こ
と
。

四

架
台
を
設
け
る
場
合
は
、
架
台
は
不
燃
材
料
で
堅
固
に
造
る

こ
と
。

五

危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
た
め
に
必
要
な
採
光
、

照
明
及
び
換
気
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

六

可
燃
性
の
蒸
気
又
は
可
燃
性
の
微
粉
が
滞
留
す
る
お
そ
れ
の

あ
る
場
合
は
、
そ
の
蒸
気
又
は
微
粉
を
屋
外
の
高
所
に
排
出
す

る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

第
三
十
一
条
の
四

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の

第
三
十
一
条
の
四

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の

危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
タ
ン
ク
（
地
盤
面
下
に
埋
没

危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
タ
ン
ク
（
地
盤
面
下
に
埋
没

さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
（
以
下
「
地
下
タ
ン
ク
」
と
い
う
。
）
及
び

さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
（
以
下
「
地
下
タ
ン
ク
」
と
い
う
。
）
及
び

移
動
タ
ン
ク
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
危
険

移
動
タ
ン
ク
を
除
く
。
）
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と

物
を
収
納
す
る
場
合
は
、
当
該
タ
ン
ク
の
容
量
を
超
え
て
は
な
ら

す
る
。

な
い
。

２

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
を
貯
蔵

し
、
又
は
取
り
扱
う
タ
ン
ク
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上

の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

そ
の
容
量
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
厚
さ
の
鋼
板
又
は
こ

一

そ
の
容
量
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
厚
さ
の
鋼
板
又
は
こ

れ
と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
材
料
で
気
密
に
造
る

れ
と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
材
料
で
気
密
に
造
る

と
と
も
に
、
圧
力
タ
ン
ク
を
除
く
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
水
張
試

と
と
も
に
、
圧
力
タ
ン
ク
を
除
く
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
水
張
試

験
に
お
い
て
、
圧
力
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
最
大
常
用
圧
力
の
一

験
に
お
い
て
、
圧
力
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
最
大
常
用
圧
力
の
一

・
五
倍
の
圧
力
で
十
分
間
行
う
水
圧
試
験
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ

・
五
倍
の
圧
力
で
十
分
間
行
う
水
圧
試
験
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
漏
れ
、
又
は
変
形
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
固

れ
漏
れ
、
又
は
変
形
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
固

体
の
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は

体
の
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
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、
こ
の
限
り
で
な
い
。

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

タ
ン
ク
の
容
量

板
厚

タ
ン
ク
の
容
量

板
厚

四
十
リ
ッ
ト
ル
以
下

一

・

〇

ミ

リ

メ

四
十
リ
ッ
ト
ル
以
下

一

・

〇

ミ

リ

メ

ー
ト
ル
以
上

ー
ト
ル
以
上

四
十
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
百
リ
ッ
ト
ル
以
下

一

・

二

ミ

リ

メ

四
十
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
百
リ
ッ
ト
ル
以
下

一

・

二

ミ

リ

メ

ー
ト
ル
以
上

ー
ト
ル
以
上

百

リ

ッ

ト

ル

を

超

え

二

百

五

十

リ

ッ

ト

ル

一

・

六

ミ

リ

メ

百

リ

ッ

ト

ル

を

超

え

二

百

五

十

リ

ッ

ト

ル

一

・

六

ミ

リ

メ

以
下

ー
ト
ル
以
上

以
下

ー
ト
ル
以
上

二

百

五

十

リ

ッ

ト

ル

を

超

え

五

百

リ

ッ

ト

二

・

〇

ミ

リ

メ

二

百

五

十

リ

ッ

ト

ル

を

超

え

五

百

リ

ッ

ト

二

・

〇

ミ

リ

メ

ル
以
下

ー
ト
ル
以
上

ル
以
下

ー
ル
以
上

五
百
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
千
リ
ッ
ト
ル
以
下

二

・

三

ミ

リ

メ

五
百
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
千
リ
ッ
ト
ル
以
下

二

・

三

ミ

リ

メ

ー
ト
ル
以
上

ー
ル
以
上

千
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
二
千
リ
ッ
ト
ル
以
下

二

・

六

ミ

リ

メ

千
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
二
千
リ
ッ
ト
ル
以
下

二

・

六

ミ

リ

メ

ー
ト
ル
以
上

ー
ル
以
上

二
千
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
も
の

三

・

二

ミ

リ

メ

二
千
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
も
の

三

・

二

ミ

リ

メ

ー
ト
ル
以
上

ー
ル
以
上

二

地
震
等
に
よ
り
容
易
に
転
倒
又
は
落
下
し
な
い
よ
う
に
設
け

二

地
震
等
に
よ
り
容
易
に
転
倒
又
は
落
下
し
な
い
よ
う
に
設
け

る
こ
と
。

る
こ
と
。

三

外
面
に
は
、
さ
び
止
め
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
た

三

外
面
に
は
、
さ
び
止
め
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
た

だ
し
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
、
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
そ
の
他
さ
び
に

だ
し
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
、
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
そ
の
他
さ
び
に

く
い
材
質
で
造
ら
れ
た
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

く
い
材
質
で
造
ら
れ
た
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
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い
。

い
。

四

圧
力
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
有
効
な
安
全
装
置
を
、
圧
力
タ
ン

四

圧
力
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
有
効
な
安
全
装
置
を
、
圧
力
タ
ン

ク
以
外
の
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
有
効
な
通
気
管
又
は
通
気
口
を

ク
以
外
の
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
有
効
な
通
気
管
又
は
通
気
口
を

設
け
る
こ
と
。

設
け
る
こ
と
。

五

引
火
点
が
四
十
度
未
満
の
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱

五

引
火
点
が
四
十
度
未
満
の
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱

う
圧
力
タ
ン
ク
以
外
の
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
、
通
気
管
又
は
通

う
圧
力
タ
ン
ク
以
外
の
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
、
通
気
管
又
は
通

気
口
に
引
火
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

気
口
に
引
火
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六

見
や
す
い
位
置
に
危
険
物
の
量
を
自
動
的
に
表
示
す
る
装
置

六

見
や
す
い
位
置
に
危
険
物
の
量
を
自
動
的
に
表
示
す
る
装
置

（
ガ
ラ
ス
管
等
を
用
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
設
け
る
こ
と
。

（
ガ
ラ
ス
管
等
を
用
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
設
け
る
こ
と
。

七

注
入
口
は
、
火
災
予
防
上
支
障
の
な
い
場
所
に
設
け
る
と
と

七

注
入
口
は
、
火
災
予
防
上
支
障
の
な
い
場
所
に
設
け
る
と
と

も
に
、
当
該
注
入
口
に
は
弁
又
は
ふ
た
を
設
け
る
こ
と
。

も
に
、
当
該
注
入
口
に
は
弁
又
は
ふ
た
を
設
け
る
こ
と
。

八

タ
ン
ク
の
配
管
に
は
、
タ
ン
ク
直
近
の
容
易
に
操
作
で
き
る

八

タ
ン
ク
の
配
管
に
は
、
タ
ン
ク
直
近
の
容
易
に
操
作
で
き
る

位
置
に
開
閉
弁
を
設
け
る
こ
と
。

位
置
に
開
閉
弁
を
設
け
る
こ
と
。

九

タ
ン
ク
の
配
管
は
、
地
震
等
に
よ
り
当
該
配
管
と
タ
ン
ク
と

九

タ
ン
ク
の
配
管
は
、
地
震
等
に
よ
り
当
該
配
管
と
タ
ン
ク
と

の
結
合
部
分
に
損
傷
を
与
え
な
い
よ
う
に
設
置
す
る
こ
と
。

の
結
合
部
分
に
損
傷
を
与
え
な
い
よ
う
に
設
置
す
る
こ
と
。

十

液
体
の
危
険
物
の
タ
ン
ク
の
周
囲
に
は
、
危
険
物
が
漏
れ
た

十

液
体
の
危
険
物
の
タ
ン
ク
の
周
囲
に
は
、
危
険
物
が
漏
れ
た

場
合
に
そ
の
流
出
を
防
止
す
る
た
め
の
有
効
な
措
置
を
講
ず
る

場
合
に
そ
の
流
出
を
防
止
す
る
た
め
の
有
効
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。

こ
と
。

十
一

危
険
物
を
タ
ン
ク
へ
収
納
す
る
場
合
は
、
当
該
タ
ン
ク
の

容
量
を
超
え
な
い
こ
と
。

十
一

屋
外
に
設
置
す
る
も
の
で
、
タ
ン
ク
の
底
板
を
地
盤
面
に

十
二

屋
外
に
設
置
す
る
も
の
で
、
タ
ン
ク
の
底
板
を
地
盤
面
に

接
し
て
設
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
底
板
の
外
面
の
腐
食
を
防

接
し
て

設
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
底
板
の
外
面
の
腐
食
を
防

止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

第
三
十
一
条
の
五

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の

第
三
十
一
条
の
五

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の

危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
地
下
タ
ン
ク
に
危
険
物
を
収

危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
地
下
タ
ン
ク
の
技
術
上
の
基

納
す
る
場
合
は
、
当
該
タ
ン
ク
の
容
量
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

準
は
、
前
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
及
び
第
十
一
号

２

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
を
貯
蔵

の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

し
、
又
は
取
り
扱
う
地
下
タ
ン
ク
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技

術
上
の
基
準
は
、
前
条
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
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七
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

地
盤
面
下
に
設
け
ら
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
等
の
タ
ン
ク
室

一

地
盤
面
下
に
設
け
ら
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
等
の
タ
ン
ク
室

に
設
置
し
、
又
は
危
険
物
の
漏
れ
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る

に
設
置
し
、
又
は
危
険
物
の
漏
れ
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る

構
造
に
よ
り
地
盤
面
下
に
設
置
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
四
類

構
造
に
よ
り
地
盤
面
下
に
設
置
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
四
類

の
危
険
物
の
タ
ン
ク
で
、
そ
の
外
面
が
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
ル
ー
フ

の
危
険
物
の
タ
ン
ク
で
、
そ
の
外
面
が
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
ル
ー
フ

ィ
ン
グ
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
プ
ラ
イ
マ
ー
、
モ
ル
タ
ル
、
エ
ポ
キ

ィ
ン
グ
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
プ
ラ
イ
マ
ー
、
モ
ル
タ
ル
、
エ
ポ
キ

シ
樹
脂
、
タ
ー
ル
エ
ポ
キ
シ
樹
脂
等
に
よ
り
有
効
に
保
護
さ
れ

シ
樹
脂
、
タ
ー
ル
エ
ポ
キ
シ
樹
脂
等
に
よ
り
有
効
に
保
護
さ
れ

て
い
る
場
合
又
は
腐
食
し
難
い
材
質
で
造
ら
れ
て
い
る
場
合
に

て
い
る
場
合
又
は
腐
食
し
難
い
材
質
で
造
ら
れ
て
い
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

自
動
車
等
に
よ
る
上
部
か
ら
の
荷
重
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ

二

自
動
車
等
に
よ
る
上
部
か
ら
の
荷
重
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ

る
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
、
当
該
タ
ン
ク
に
直
接
荷
重
が
か
か
ら

る
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
、
当
該
タ
ン
ク
に
直
接
荷
重
が
か
か
ら

な
い
よ
う
に
ふ
た
を
設
け
る
こ
と
。

な
い
よ
う
に
ふ
た
を
設
け
る
こ
と
。

三

タ
ン
ク
は
、
堅
固
な
基
礎
の
上
に
固
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

タ
ン
ク
は
、
堅
固
な
基
礎
の
上
に
固
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四

タ
ン
ク
は
、
厚
さ
三
・
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鋼
板
又
は

四

タ
ン
ク
は
、
厚
さ
三
・
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鋼
板
又
は

こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す
る
金
属
板
若
し
く
は
こ
れ
と

こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す
る
金
属
板
若
し
く
は
こ
れ
と

同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
ガ
ラ
ス
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
ガ
ラ
ス
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

で
気
密
に
造
る
と
と
も
に
、
圧
力
タ
ン
ク
を
除
く
タ
ン
ク
に
あ

で
気
密
に
造
る
と
と
も
に
、
圧
力
タ
ン
ク
を
除
く
タ
ン
ク
に
あ

つ
て
は
七
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
で
、
圧
力
タ
ン
ク
に
あ
つ

つ
て
は
七
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
で
、
圧
力
タ
ン
ク
に
あ
つ

て
は
最
大
常
用
圧
力
の
一
・
五
倍
の
圧
力
で
、
そ
れ
ぞ
れ
十
分

て
は
最
大
常
用
圧
力
の
一
・
五
倍
の
圧
力
で
、
そ
れ
ぞ
れ
十
分

間
行
う
水
圧
試
験
に
お
い
て
、
漏
れ
、
又
は
変
形
し
な
い
も
の

間
行
う
水
圧
試
験
に
お
い
て
、
漏
れ
、
又
は
変
形
し
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

五

危
険
物
の
量
を
自
動
的
に
表
示
す
る
装
置
又
は
計
量
口
を
設

五

危
険
物
の
量
を
自
動
的
に
表
示
す
る
装
置
又
は
計
量
口
を
設

け
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
計
量
口
を
設
け
る
タ
ン
ク

け
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
計
量
口
を
設
け
る
タ
ン
ク

に
つ
い
て
は
、
計
量
口
の
直
下
の
タ
ン
ク
の
底
板
に
そ
の
損
傷

に
つ
い
て
は
、
計
量
口
の
直
下
の
タ
ン
ク
の
底
板
に
そ
の
損
傷

を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六

タ
ン
ク
の
配
管
は
、
当
該
タ
ン
ク
の
頂
部
に
取
り
付
け
る
こ

六

タ
ン
ク
の
配
管
は
、
当
該
タ
ン
ク
の
頂
部
に
取
り
付
け
る
こ

と
。

と
。

七

タ
ン
ク
の
周
囲
に
は
、
当
該
タ
ン
ク
か
ら
の
液
体
の
危
険
物

七

タ
ン
ク
の
周
囲
に
は
、
当
該
タ
ン
ク
か
ら
の
液
体
の
危
険
物

の
漏
れ
を
検
査
す
る
た
め
の
管
を
二
箇
所
以
上
適
当
な
位
置
に

の
漏
れ
を
検
査
す
る
た
め
の
管
を
二
箇
所
以
上
適
当
な
位
置
に

設
け
る
こ
と
。

設
け
る
こ
と
。
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第
三
十
一
条
の
六

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の

第
三
十
一
条
の
六

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の

危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
移
動
タ
ン
ク
の
技
術
上
の
基

危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
移
動
タ
ン
ク
の
技
術
上
の
基

準
は
、
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次

準
は
、
第
三
十
一
条
の
四
第
三
号
及
び
第
十
一
号
の
規
定
の
例
に

の
と
お
り
と
す
る
。

よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

火
災
予
防
上
安
全
な
場
所
に
常
置
す
る
こ
と
。

二

タ
ン
ク
は
、
厚
さ
三
・
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鋼
板
又
は

こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
材
料
で
気
密
に
造

る
と
と
も
に
、
圧
力
タ
ン
ク
を
除
く
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
七
十

キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
で
、
圧
力
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
最
大
常

用
圧
力
の
一
・
五
倍
の
圧
力
で
、
そ
れ
ぞ
れ
十
分
間
行
う
水
圧

試
験
に
お
い
て
、
漏
れ
、
又
は
変
形
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

。
三

タ
ン
ク
は
、
Ｕ
ボ
ル
ト
等
で
車
両
の
シ
ャ
ー
シ
フ
レ
ー
ム
又

は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
分
に
強
固
に
固
定
す
る
こ
と
。

四

常
用
圧
力
が
二
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
タ
ン
ク
に
あ
つ
て

は
二
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
二
十
四
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
の

範
囲
の
圧
力
で
、
常
用
圧
力
が
二
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る

タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
常
用
圧
力
の
一
・
一
倍
以
下
の
圧
力
で
作

動
す
る
安
全
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

五

タ
ン
ク
は
、
そ
の
内
部
に
四
千
リ
ッ
ト
ル
以
下
ご
と
に
完
全

な
間
仕
切
を
厚
さ
三
・
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鋼
板
又
は
こ

れ
と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
材
料
で
設
け
る
こ
と

。
六

前
号
の
間
仕
切
に
よ
り
仕
切
ら
れ
た
部
分
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

マ
ン
ホ
ー
ル
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
安
全
装
置
を
設
け
る
と

と
も
に
、
当
該
間
仕
切
に
よ
り
仕
切
ら
れ
た
部
分
の
容
量
が
二

千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
厚
さ
一
・
六
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
以
上
の
鋼
板
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を

有
す
る
材
料
で
造
ら
れ
た
防
波
板
を
設
け
る
こ
と
。
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七

マ
ン
ホ
ー
ル
及
び
注
入
口
の
ふ
た
は
、
厚
さ
三
・
二
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
以
上
の
鋼
板
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を

有
す
る
材
料
で
造
る
こ
と
。

八

マ
ン
ホ
ー
ル
、
注
入
口
、
安
全
装
置
等
の
附
属
装
置
が
そ
の

上
部
に
突
出
し
て
い
る
タ
ン
ク
に
は
、
当
該
タ
ン
ク
の
転
倒
等

に
よ
る
当
該
附
属
装
置
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
防
護
枠
を

設
け
る
こ
と
。

九

タ
ン
ク
の
下
部
に
排
出
口
を
設
け
る
場
合
は
、
当
該
タ
ン
ク

の
排
出
口
に
、
非
常
の
場
合
に
直
ち
に
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き

る
弁
等
を
設
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
直
近
に
そ
の
旨
を
表
示
し

、
か
つ
、
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
当
該
弁
等
の
損
傷
を
防
止

す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十

タ
ン
ク
の
配
管
は
、
先
端
部
に
弁
等
を
設
け
る
こ
と
。

十
一

タ
ン
ク
及
び
附
属
装
置
の
電
気
設
備
で
、
可
燃
性
の
蒸
気

が
滞
留
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
設
け
る
も
の
は
、
可
燃
性

の
蒸
気
に
引
火
し
な
い
構
造
と
す
る
こ
と
。

一

タ
ン
ク
か
ら
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
他
の
タ
ン

十
二

タ
ン
ク
か
ら
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
他
の
タ

ク
に
液
体
の
危
険
物
を
注
入
す
る
と
き
は
、
当
該
他
の
タ
ン
ク

ン
ク
に
液
体
の
危
険
物
を
注
入
す
る
と
き
は
、
当
該
他
の
タ
ン

の
注
入
口
に
タ
ン
ク
の
注
入
ホ
ー
ス
を
緊
結
す
る
か
、
又
は
注

ク
の
注
入
口
に
タ
ン
ク
の
注
入
ホ
ー
ス
を
緊
結
す
る
か
、
又
は

入
ホ
ー
ス
の
先
端
部
に
手
動
開
閉
装
置
を
備
え
た
注
入
ノ
ズ
ル

注
入
ホ
ー
ス
の
先
端
部
に
手
動
開
閉
装
置
を
備
え
た
注
入
ノ
ズ

（
手
動
開
閉
装
置
を
開
放
の
状
態
で
固
定
す
る
装
置
を
備
え
た

ル
（
手
動
開
閉
装
置
を
開
放
の
状
態
で
固
定
す
る
装
置
を
備
え

も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
注
入
す
る
こ
と
。

た
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
注
入
す
る
こ
と
。

二

タ
ン
ク
か
ら
液
体
の
危
険
物
を
容
器
に
詰
め
替
え
な
い
こ
と

十
三

タ
ン
ク
か
ら
液
体
の
危
険
物
を
容
器
に
詰
め
替
え
な
い
こ

。
た
だ
し
、
安
全
な
注
油
に
支
障
が
な
い
範
囲
の
注
油
速
度
で

と
。
た
だ
し
、
安
全
な
注
油
に
支
障
が
な
い
範
囲
の
注
油
速
度

前
号
に
定
め
る
注
入
ノ
ズ
ル
に
よ
り
引
火
点
が
四
十
度
以
上
の

で
前
号
に
定
め
る
注
入
ノ
ズ
ル
に
よ
り
引
火
点
が
四
十
度
以
上

第
四
類
の
危
険
物
を
容
器
に
詰
め
替
え
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

の
第
四
類
の
危
険
物
を
容
器
に
詰
め
替
え
る
場
合
は
、
こ
の
限

で
な
い
。

り
で
な
い
。

三

静
電
気
に
よ
る
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
液
体
の
危

十
四

静
電
気
に
よ
る
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
液
体
の

険
物
を
タ
ン
ク
に
入
れ
、
又
は
タ
ン
ク
か
ら
出
す
と
き
は
、
当

危
険
物
を
タ
ン
ク
に
入
れ
、
又
は
タ
ン
ク
か
ら
出
す
と
き
は
、

該
タ
ン
ク
を
有
効
に
接
地
す
る
こ
と
。

当
該
タ
ン
ク
を
有
効
に
接
地
す
る
こ
と
。



- 17 -

四

静
電
気
に
よ
る
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
液
体
の
危

十
五

静
電
気
に
よ
る
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
液
体
の

険
物
を
タ
ン
ク
に
そ
の
上
部
か
ら
注
入
す
る
と
き
は
、
注
入
管

危
険
物
を
タ
ン
ク
に
そ
の
上
部
か
ら
注
入
す
る
と
き
は
、
注
入

を
用
い
る
と
と
も
に
、
当
該
注
入
管
の
先
端
を
タ
ン
ク
の
底
部

管
を
用
い
る
と
と
も
に
、
当
該
注
入
管
の
先
端
を
タ
ン
ク
の
底

に
着
け
る
こ
と
。

部
に
着
け
る
こ
と
。

２

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
を
貯
蔵

し
、
又
は
取
り
扱
う
移
動
タ
ン
ク
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技

術
上
の
基
準
は
、
第
三
十
一
条
の
四
第
二
項
第
三
号
の
規
定
の
例

に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

火
災
予
防
上
安
全
な
場
所
に
常
置
す
る
こ
と
。

二

タ
ン
ク
は
、
厚
さ
三
・
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鋼
板
又
は

こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
材
料
で
気
密
に
造

る
と
と
も
に
、
圧
力
タ
ン
ク
を
除
く
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
七
十

キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
で
、
圧
力
タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
最
大
常

用
圧
力
の
一
・
五
倍
の
圧
力
で
、
そ
れ
ぞ
れ
十
分
間
行
う
水
圧

試
験
に
お
い
て
、
漏
れ
、
又
は
変
形
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

。
三

タ
ン
ク
は
、
Ｕ
ボ
ル
ト
等
で
車
両
の
シ
ャ
ー
シ
フ
レ
ー
ム
又

は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
分
に
強
固
に
固
定
す
る
こ
と
。

四

常
用
圧
力
が
二
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
の
タ
ン
ク
に
あ
つ
て

は
二
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
二
十
四
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
以
下
の

範
囲
の
圧
力
で
、
常
用
圧
力
が
二
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る

タ
ン
ク
に
あ
つ
て
は
常
用
圧
力
の
一
・
一
倍
以
下
の
圧
力
で
作

動
す
る
安
全
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

五

タ
ン
ク
は
、
そ
の
内
部
に
四
千
リ
ッ
ト
ル
以
下
ご
と
に
完
全

な
間
仕
切
を
厚
さ
三
・
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鋼
板
又
は
こ

れ
と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を
有
す
る
材
料
で
設
け
る
こ
と

。
六

前
号
の
間
仕
切
に
よ
り
仕
切
ら
れ
た
部
分
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

マ
ン
ホ
ー
ル
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
安
全
装
置
を
設
け
る
と

と
も
に
、
当
該
間
仕
切
に
よ
り
仕
切
ら
れ
た
部
分
の
容
量
が
二
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千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
厚
さ
一
・
六
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
以
上
の
鋼
板
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を

有
す
る
材
料
で
造
ら
れ
た
防
波
板
を
設
け
る
こ
と
。

七

マ
ン
ホ
ー
ル
及
び
注
入
口
の
ふ
た
は
、
厚
さ
三
・
二
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
以
上
の
鋼
板
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
機
械
的
性
質
を

有
す
る
材
料
で
造
る
こ
と
。

八

マ
ン
ホ
ー
ル
、
注
入
口
、
安
全
装
置
等
の
附
属
装
置
が
そ
の

上
部
に
突
出
し
て
い
る
タ
ン
ク
に
は
、
当
該
タ
ン
ク
の
転
倒
等

に
よ
る
当
該
附
属
装
置
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
防
護
枠
を

設
け
る
こ
と
。

九

タ
ン
ク
の
下
部
に
排
出
口
を
設
け
る
場
合
は
、
当
該
タ
ン
ク

の
排
出
口
に
、
非
常
の
場
合
に
直
ち
に
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き

る
弁
等
を
設
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
直
近
に
そ
の
旨
を
表
示
し

、
か
つ
、
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
当
該
弁
等
の
損
傷
を
防
止

す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十

タ
ン
ク
の
配
管
は
、
先
端
部
に
弁
等
を
設
け
る
こ
と
。

十
一

タ
ン
ク
及
び
附
属
装
置
の
電
気
設
備
で
、
可
燃
性
の
蒸
気

が
滞
留
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
設
け
る
も
の
は
、
可
燃
性

の
蒸
気
に
引
火
し
な
い
構
造
と
す
る
こ
と
。

第
三
十
一
条
の
八

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の

第
三
十
一
条
の
八

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の

危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
タ
ン
ク
、
配
管
そ
の
他
の
設

危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
タ
ン
ク
、
配
管
そ
の
他
の
設

備
は
、
第
三
十
一
条
の
二
か
ら
第
三
十
一
条
の
六
ま
で
の
位
置
、

備
は
、
第
三
十
一
条
の
二
か
ら
第
三
十
一
条
の
六
ま
で
の

構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
適
正
に
維
持

技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
適
正
に
維
持

管
理
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

管
理
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
可
燃
性
液
体
類
等
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い
の
技
術
上
の
基
準
等
）

（
可
燃
性
液
体
類
等
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い
の
基
準
）

第
三
十
三
条

別
表
第
八
の
品
名
欄
に
掲
げ
る
物
品
で
同
表
の
数
量

第
三
十
三
条

別
表
第
八
の
品
名
欄
に
掲
げ
る
物
品
で
同
表
の
数
量

欄
に
定
め
る
数
量
以
上
の
も
の
（
以
下
「
指
定
可
燃
物
」
と
い
う

欄
に
定
め
る
数
量
以
上
の
も
の
（
以
下
「
指
定
可
燃
物
」
と
い
う

。
）
の
う
ち
可
燃
性
固
体
類
（
同
表
備
考
第
六
号
に
規
定
す
る
可

。
）
の
う
ち
可
燃
性
固
体
類
（
同
表
備
考
第
五
号
に
規
定
す
る
可
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燃
性
固
体
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
可
燃
性
液
体
類
（
同

燃
性
固
体
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
可
燃
性
液
体
類
（
同

表
備
考
第
八
号
に
規
定
す
る
可
燃
性
液
体
類
を
い
う
。
以
下
同
じ

表
備
考
第
七
号
に
規
定
す
る
可
燃
性
液
体
類
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
並
び
に
指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の
第
四

。
）
並
び
に
指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の
第
四

類
の
危
険
物
の
う
ち
動
植
物
油
類
（
以
下
「
可
燃
性
液
体
類
等
」

類
の
危
険
物
の
う
ち
動
植
物
油
類
（
以
下
「
可
燃
性
液
体
類
等
」

と
い
う
。
）
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
技
術

と
い
う
。
）
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
技
術

上
の
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

上
の
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

可
燃
性
液
体
類
等
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
屋
外
の
場
所

の
周
囲
に
は
、
可
燃
性
固
体
類
及
び
可
燃
性
液
体
類
（
以
下
「

可
燃
性
固
体
類
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
容
器
等
の
種
類

及
び
可
燃
性
固
体
類
等
の
数
量
の
倍
数
（
貯
蔵
し
、
又
は
取
り

扱
う
可
燃
性
固
体
類
等
の
数
量
を
別
表
第
八
に
定
め
る
当
該
可

燃
性
固
体
類
等
の
数
量
で
除
し
て
得
た
値
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
応
じ
次
の
表
に
掲
げ
る
幅
の
空
地
を

、
指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の
第
四
類
の
危

険
物
の
う
ち
動
植
物
油
類
に
あ
つ
て
は
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
幅

の
空
地
を
そ
れ
ぞ
れ
保
有
す
る
か
、
又
は
防
火
上
有
効
な
塀
を

設
け
る
こ
と
。

容

器

等

の

種

可

燃

性

固

体

類

等

の

空
地
の
幅

類

数
量
の
倍
数

タ

ン

ク

又

は

一
以
上
二
十
未
満

一
メ
ー
ト
ル
以
上

金
属
製
容
器

二
十
以
上
二
百
未
満

二
メ
ー
ト
ル
以
上

二
百
以
上

三
メ
ー
ト
ル
以
上

そ

の

他

の

場

一
以
上
二
十
未
満

一
メ
ー
ト
ル
以
上

合

二
十
以
上
二
百
未
満

三
メ
ー
ト
ル
以
上
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二
百
以
上

五
メ
ー
ト
ル
以
上

二

別
表
第
八
で
定
め
る
数
量
の
二
十
倍
以
上
の
可
燃
性
固
体
類

等
を
屋
内
に
お
い
て
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
合
は
、
壁
、

柱
、
床
及
び
天
井
を
不
燃
材
料
で
造
つ
た
室
内
に
お
い
て
行
う

こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
周
囲
に
幅
一
メ
ー
ト
ル
（
別
表
第
八
で

定
め
る
数
量
の
二
百
倍
以
上
の
可
燃
性
固
体
類
等
を
貯
蔵
し
、

又
は
取
り
扱
う
場
合
は
、
三
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
空
地
を
保
有

す
る
か
、
又
は
防
火
上
有
効
な
隔
壁
を
設
け
た
建
築
物
そ
の
他

の
工
作
物
内
に
あ
つ
て
は
、
壁
、
柱
、
床
及
び
天
井
を
不
燃
材

料
で
覆
つ
た
室
内
に
お
い
て
、
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
こ
と

が
で
き
る
。

一

可
燃
性
液
体
類
等
を
容
器
に
収
納
し
、
又
は
詰
め
替
え
る
場

三

可
燃
性
液
体
類
等
を
容
器
に
収
納
し
、
又
は
詰
め
替
え
る
場

合
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

合
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

可
燃
性
固
体
類
（
別
表
第
八
備
考
第
六
号
ニ
に
該
当
す
る

イ

可
燃
性
固
体
類
（
別
表
第
八
備
考
第
五
号
ニ
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
危
険
物
規
則
別
表
第
三
の
危

も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
危
険
物
規
則
別
表
第
三
の
危

険
物
の
類
別
及
び
危
険
等
級
の
別
の
第
二
類
の
Ⅲ
の
項
に
お

険
物
の
類
別
及
び
危
険
等
級
の
別
の
第
二
類
の
Ⅲ
の
項
に
お

い
て
、
可
燃
性
液
体
類
及
び
指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指

い
て
、
可
燃
性
液
体
類
及
び
指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指

定
数
量
未
満
の
第
四
類
の
危
険
物
の
う
ち
動
植
物
油
類
に
あ

定
数
量
未
満
の
第
四
類
の
危
険
物
の
う
ち
動
植
物
油
類
に
あ

つ
て
は
危
険
物
規
則
別
表
第
三
の
二
の
危
険
物
の
類
別
及
び

つ
て
は
危
険
物
規
則
別
表
第
三
の
二
の
危
険
物
の
類
別
及
び

危
険
等
級
の
別
の
第
四
類
の
Ⅲ
の
項
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

危
険
等
級
の
別
の
第
四
類
の
Ⅲ
の
項
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

適
応
す
る
も
の
と
さ
れ
る
内
装
容
器
（
内
装
容
器
の
容
器
の

適
応
す
る
も
の
と
さ
れ
る
内
装
容
器
（
内
装
容
器
の
容
器
の

種
類
の
項
が
空
欄
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
外
装
容
器
）
又
は

種
類
の
項
が
空
欄
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
外
装
容
器
）
又
は

こ
れ
と
同
等
以
上
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
容
器
（
以
下
こ
の

こ
れ
と
同
等
以
上
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
容
器
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
内
装
容
器
等
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
容

号
に
お
い
て
「
内
装
容
器
等
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
容

器
に
収
納
し
、
又
は
詰
め
替
え
る
と
と
も
に
、
温
度
変
化
等

器
に
収
納
し
、
又
は
詰
め
替
え
る
と
と
も
に
、
温
度
変
化
等

に
よ
り
可
燃
性
液
体
類
等
が
漏
れ
な
い
よ
う
に
容
器
を
密
封

に
よ
り
危
険
物
が
漏
れ
な
い
よ
う
に
容
器
を
密
封
し
て
収
納

し
て
収
納
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

ロ

イ
の
内
装
容
器
等
に
は
、
見
や
す
い
箇
所
に
可
燃
性
液
体

ロ

イ
の
内
装
容
器
等
に
は
、
見
や
す
い
箇
所
に
可
燃
性
液
体
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類
等
の
化
学
名
又
は
通
称
名
及
び
数
量
の
表
示
並
び
に
「
火

類
等
の
化
学
名
又
は
通
称
名
及
び
数
量
の
表
示
並
び
に
「
火

気
厳
禁
」
そ
の
他
こ
れ
と
同
一
の
意
味
を
有
す
る
他
の
表
示

気
厳
禁
」
そ
の
他
こ
れ
と
同
一
の
意
味
を
有
す
る
他
の
表
示

を
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
化
粧
品
の
内
装
容
器
等
で
最
大
容

を
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
化
粧
品
の
内
装
容
器
等
で
最
大
容

量
が
三
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の

量
が
三
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

限
り
で
な
い
。

二

可
燃
性
液
体
類
等
（
別
表
第
八
備
考
第
六
号
ニ
に
該
当
す
る

四

可
燃
性
液
体
類
等
（
別
表
第
八
備
考
第
五
号
ニ
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）
を
収
納
し
た
容
器
を
積
み
重
ね
て
貯
蔵
す
る

も
の
を
除
く
。
）
を
収
納
し
た
容
器
を
積
み
重
ね
て
貯
蔵
す
る

場
合
に
は
、
高
さ
四
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
積
み
重
ね
な
い
こ
と

場
合
に
は
、
高
さ
四
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
積
み
重
ね
な
い
こ
と

。

。

三

可
燃
性
液
体
類
等
は
、
炎
、
火
花
若
し
く
は
高
温
体
と
の
接

五

可
燃
性
液
体
類
等
は
、
炎
、
火
花
若
し
く
は
高
温
体
と
の
接

近
又
は
過
熱
を
避
け
る
と
と
も
に
、
み
だ
り
に
蒸
気
を
発
生
さ

近
又
は
過
熱
を
避
け
る
と
と
も
に
、
み
だ
り
に
蒸
気
を
発
生
さ

せ
な
い
こ
と
。

せ
な
い
こ
と
。

四

前
号
の
基
準
は
、
可
燃
性
液
体
類
等
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り

六

前
号
の
基
準
は
、
可
燃
性
液
体
類
等
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り

扱
う
に
あ
た
つ
て
、
同
号
の
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
通
常
で

扱
う
に
あ
た
つ
て
、
同
号
の
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
通
常
で

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
当
該
貯
蔵
又
は
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
災
害
の
発
生
を
防
止

、
当
該
貯
蔵
又
は
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
災
害
の
発
生
を
防
止

す
る
た
め
十
分
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

す
る
た
め
十
分
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

２

可
燃
性
液
体
類
等
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
の
位
置
、

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
可
燃
性
液
体
類
等
の
貯
蔵
及

構
造
及
び
設
備
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
技
術
上
の
基
準
に
よ
ら

び
取
扱
い
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
条
か
ら
第
三

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
一
条
の
八
ま
で
（
第
三
十
一
条
の
二
第
十
九
号
及
び
第
二
十
号

一

可
燃
性
液
体
類
等
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
屋
外
の
場
所

、
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
三
十
一
条
の
七
を

の
周
囲
に
は
、
可
燃
性
固
体
類
及
び
可
燃
性
液
体
類
（
以
下
「

除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

可
燃
性
固
体
類
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
容
器
等
の
種
類

及
び
可
燃
性
固
体
類
等
の
数
量
の
倍
数
（
貯
蔵
し
、
又
は
取
り

扱
う
可
燃
性
固
体
類
等
の
数
量
を
別
表
第
八
に
定
め
る
当
該
可

燃
性
固
体
類
等
の
数
量
で
除
し
て
得
た
値
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
応
じ
次
の
表
に
掲
げ
る
幅
の
空
地
を

、
指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
指
定
数
量
未
満
の
第
四
類
の
危

険
物
の
う
ち
動
植
物
油
類
に
あ
つ
て
は
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
幅

の
空
地
を
そ
れ
ぞ
れ
保
有
す
る
か
、
又
は
防
火
上
有
効
な
塀
を
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設
け
る
こ
と
。

容

器

等

の

種

可

燃

性

固

体

類

等

の

空
地
の
幅

類

数
量
の
倍
数

タ

ン

ク

又

は

一
以
上
二
十
未
満

一
メ
ー
ト
ル
以
上

金
属
製
容
器

二
十
以
上
二
百
未
満

二
メ
ー
ト
ル
以
上

二
百
以
上

三
メ
ー
ト
ル
以
上

そ

の

他

の

場

一
以
上
二
十
未
満

一
メ
ー
ト
ル
以
上

合

二
十
以
上
二
百
未
満

三
メ
ー
ト
ル
以
上

二
百
以
上

五
メ
ー
ト
ル
以
上

二

別
表
第
八
で
定
め
る
数
量
の
二
十
倍
以
上
の
可
燃
性
固
体
類

等
を
屋
内
に
お
い
て
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
合
は
、
壁
、

柱
、
床
及
び
天
井
を
不
燃
材
料
で
造
つ
た
室
内
に
お
い
て
行
う

こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
周
囲
に
幅
一
メ
ー
ト
ル
（
別
表
第
八
で

定
め
る
数
量
の
二
百
倍
以
上
の
可
燃
性
固
体
類
等
を
貯
蔵
し
、

又
は
取
り
扱
う
場
合
は
、
三
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
空
地
を
保
有

す
る
か
、
又
は
防
火
上
有
効
な
隔
壁
を
設
け
た
建
築
物
そ
の
他

の
工
作
物
内
に
あ
つ
て
は
、
壁
、
柱
、
床
及
び
天
井
を
不
燃
材

料
で
覆
つ
た
室
内
に
お
い
て
、
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
こ
と

が
で
き
る
。

３

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
可
燃
性
液
体
類
等
の
貯
蔵

及
び
取
扱
い
並
び
に
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
の
位
置
、
構

造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
条
か
ら
第
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三
十
一
条
の
八
ま
で
（
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
第
十
六
号
及
び

第
十
七
号
、
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
並
び
に
第
三
十
一

条
の
七
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
綿
花
類
等
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い
の
技
術
上
の
基
準
等
）

（
綿
花
類
等
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い
の
基
準
）

第
三
十
四
条

指
定
可
燃
物
の
う
ち
可
燃
性
固
体
類
等
以
外
の
指
定

第
三
十
四
条

指
定
可
燃
物
の
う
ち
可
燃
性
固
体
類
等
以
外
の
指
定

可
燃
物
（
以
下
「
綿
花
類
等
」
と
い
う
。
）
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い

可
燃
物
（
以
下
「
綿
花
類
等
」
と
い
う
。
）
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
技
術
上
の
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
技
術
上
の
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

再
生
資
源
燃
料
（
別
表
第
八
備
考
第
五
号
に
規
定
す
る
再
生

五

綿
花
類
等
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
に
は
、
綿
花
類

資
源
燃
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
廃
棄
物
固
形
化

等
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
つ
て
い
る
旨
を
表
示
し
た
標
識
並

燃
料
そ
の
他
の
水
分
に
よ
つ
て
発
熱
又
は
可
燃
性
ガ
ス
の
発
生

び
に
綿
花
類
等
の
品
名
、
最
大
数
量
及
び
防
火
に
関
し
必
要
な

の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
（
以
下
「
廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
」
と

事
項
を
掲
示
し
た
掲
示
板
を
設
け
る
こ
と
。

い
う
。
）
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
合
は
、
次
に
よ
る
こ

と
。

イ

廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
合

は
、
適
切
な
水
分
管
理
を
行
う
こ
と
。

ロ

廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
を
貯
蔵
す
る
場
合
は
、
適
切
な
温

度
に
保
持
さ
れ
た
廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
に
限
り
受
け
入
れ

る
こ
と
。

ハ

三
日
を
超
え
て
集
積
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
発
火
の
危

険
性
を
減
じ
、
発
火
時
に
お
い
て
も
速
や
か
な
拡
大
防
止
の

措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
適

切
な
集
積
高
さ
と
す
る
こ
と
。

ニ

廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
を
貯
蔵
す
る
場
合
は
、
温
度
、
可

燃
性
ガ
ス
濃
度
の
監
視
に
よ
り
廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
の
発

熱
の
状
況
を
常
に
監
視
す
る
こ
と
。

六

綿
花
類
等
の
う
ち
合
成
樹
脂
類
（
別
表
第
八
備
考
第
八
号
に

規
定
す
る
合
成
樹
脂
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
も
の
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を
集
積
す
る
場
合
に
は
、
一
集
積
単
位
の
面
積
が
二
百
平
方
メ

ー
ト
ル
以
下
に
な
る
よ
う
に
区
分
す
る
と
と
も
に
、
集
積
単
位

相
互
間
に
次
の
表
に
掲
げ
る
距
離
を
保
つ
こ
と
。
た
だ
し
、
石

炭
・
木
炭
類
（
同
表
備
考
第
六
号
に
規
定
す
る
石
炭
・
木
炭
類

を
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
温
度
計
等
に
よ
り
温
度
を
監
視
す

る
と
と
も
に
、
石
炭
・
木
炭
類
を
適
温
に
保
つ
た
め
の
散
水
設

備
等
を
設
置
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

区
分

距
離

面

積

が

五

十

平

方

メ

ー

ト

ル

以

一
メ
ー
ト
ル
以
上

（一）

下
の
集
積
単
位
相
互
間

面

積

が

五

十

平

方

メ

ー

ト

ル

を

二
メ
ー
ト
ル
以
上

（二）

超

え

二

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

下

の
集
積
単
位
相
互
間

七

綿
花
類
等
の
う
ち
合
成
樹
脂
類
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う

場
合
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

集
積
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
一
集
積
単
位
の
面
積
が
五

百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
に
な
る
よ
う
に
区
分
す
る
と
と
も
に

、
集
積
単
位
相
互
間
に
次
の
表
に
掲
げ
る
距
離
を
保
つ
こ
と

。
た
だ
し
、
火
災
の
拡
大
又
は
延
焼
を
防
止
す
る
た
め
散
水

設
備
を
設
置
す
る
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。区

分

距
離

面

積

が

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

下

一
メ
ー
ト
ル
以
上

（一）

の
集
積
単
位
相
互
間
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面

積

が

百

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

二
メ
ー
ト
ル
以
上

（二）

え

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

下

の

集
積
単
位
相
互
間

面

積

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

を

三
メ
ー
ト
ル
以
上

（三）

超

え

五

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

下

の
集
積
単
位
相
互
間

ロ

屋
内
に
お
い
て
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
合
は
、
貯
蔵

す
る
場
所
と
取
り
扱
う
場
所
の
間
を
不
燃
性
の
材
料
を
用
い

て
区
画
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
火
災
の
延
焼
を
防
止
す
る
た

め
水
幕
設
備
を
設
置
す
る
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ハ

別
表
第
八
に
定
め
る
数
量
の
百
倍
以
上
を
屋
内
に
お
い
て

貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
合
は
、
壁
及
び
天
井
を
難
燃
材

料
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
難
燃

材
料
を
い
う
。
）
で
仕
上
げ
た
室
内
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

２

綿
花
類
等
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
の
位
置
、
構
造
及

び
設
備
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
技
術
上
の
基
準
に
よ
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

綿
花
類
等
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
に
は
、
綿
花
類

等
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
つ
て
い
る
旨
を
表
示
し
た
標
識
並

び
に
綿
花
類
等
の
品
名
、
最
大
数
量
及
び
防
火
に
関
し
必
要
な

事
項
を
掲
示
し
た
掲
示
板
を
設
け
る
こ
と
。

二

綿
花
類
等
の
う
ち
廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
及
び
合
成
樹
脂
類

（
別
表
第
八
備
考
第
九
号
に
規
定
す
る
合
成
樹
脂
類
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
以
外
の
も
の
を
集
積
す
る
場
合
に
は
、
一
集
積

単
位
の
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
に
な
る
よ
う
に
区
分

す
る
と
と
も
に
、
集
積
単
位
相
互
間
に
次
の
表
に
掲
げ
る
距
離
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を
保
つ
こ
と
。
た
だ
し
、
廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
以
外
の
再
生

資
源
燃
料
及
び
石
炭
・
木
炭
類
（
同
表
備
考
第
七
号
に
規
定
す

る
石
炭
・
木
炭
類
を
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
温
度
計
等
に
よ

り
温
度
を
監
視
す
る
と
と
も
に
、
廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
以
外

の
再
生
資
源
燃
料
又
は
石
炭
・
木
炭
類
を
適
温
に
保
つ
た
め
の

散
水
設
備
等
を
設
置
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

区
分

距
離

面

積

が

五

十

平

方

メ

ー

ト

ル

以

一
メ
ー
ト
ル
以
上

（一）

下
の
集
積
単
位
相
互
間

面

積

が

五

十

平

方

メ

ー

ト

ル

を

二
メ
ー
ト
ル
以
上

（二）

超

え

二

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

下

の
集
積
単
位
相
互
間

三

綿
花
類
等
の
う
ち
合
成
樹
脂
類
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う

場
合
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

集
積
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
一
集
積
単
位
の
面
積
が
五

百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
に
な
る
よ
う
に
区
分
す
る
と
と
も
に

、
集
積
単
位
相
互
間
に
次
の
表
に
掲
げ
る
距
離
を
保
つ
こ
と

。
た
だ
し
、
火
災
の
拡
大
又
は
延
焼
を
防
止
す
る
た
め
散
水

設
備
を
設
置
す
る
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

区
分

距
離

面

積

が

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

下

一
メ
ー
ト
ル
以
上

（一）

の
集
積
単
位
相
互
間
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面

積

が

百

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

二
メ
ー
ト
ル
以
上

（二）

え

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

下

の

集
積
単
位
相
互
間

面

積

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

を

三
メ
ー
ト
ル
以
上

（三）

超

え

五

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

下

の
集
積
単
位
相
互
間

ロ

合
成
樹
脂
類
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
屋
外
の
場
所
の

周
囲
に
は
、
一
メ
ー
ト
ル
（
別
表
第
八
で
定
め
る
数
量
の
二

十
倍
以
上
の
合
成
樹
脂
類
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
合

は
、
三
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
空
地
を
保
有
す
る
か
、
又
は
防

火
上
有
効
な
塀
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
開
口
部
の
な
い

防
火
構
造
の
壁
又
は
不
燃
材
料
で
造
つ
た
壁
に
面
す
る
と
き

又
は
火
災
の
延
焼
を
防
止
す
る
た
め
水
幕
設
備
を
設
置
す
る

等
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ハ

屋
内
に
お
い
て
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
合
は
、
貯
蔵

す
る
場
所
と
取
り
扱
う
場
所
の
間
及
び
異
な
る
取
扱
い
を
行

う
場
合
の
取
り
扱
う
場
所
相
互
の
間
を
不
燃
性
の
材
料
を
用

い
て
区
画
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
火
災
の
延
焼
を
防
止
す
る

た
め
水
幕
設
備
を
設
置
す
る
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ニ

別
表
第
八
に
定
め
る
数
量
の
百
倍
以
上
を
屋
内
に
お
い
て

貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
合
は
、
壁
及
び
天
井
を
難
燃
材

料
（
建
築
基
準
法
施
行
令
第
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
難
燃

材
料
を
い
う
。
）
で
仕
上
げ
た
室
内
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

四

廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
の

位
置
、
構
造
及
び
設
備
は
、
前
号
イ
及
び
ニ
の
規
定
の
例
に
よ

る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
技
術
上
の
基
準
に
よ
る
こ
と
。

イ

廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
の
発
熱
の
状
況
を
監
視
す
る
た
め
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の
温
度
測
定
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

ロ

別
表
第
八
で
定
め
る
数
量
の
百
倍
以
上
の
廃
棄
物
固
形
化

燃
料
等
を
タ
ン
ク
に
お
い
て
貯
蔵
す
る
場
合
は
、
当
該
タ
ン

ク
は
廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
に
発
熱
が
生
じ
た
場
合
に
廃
棄

物
固
形
化
燃
料
等
を
迅
速
に
排
出
で
き
る
構
造
と
す
る
こ
と

。
た
だ
し
、
当
該
タ
ン
ク
に
廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
の
発
熱

の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
散
水
設
備
又
は
不
活
性
ガ
ス
封

入
設
備
を
設
置
し
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
十
四
条
の
二

別
表
第
八
で
定
め
る
数
量
の
百
倍
以
上
の
再
生

資
源
燃
料
（
廃
棄
物
固
形
化
燃
料
等
に
限
る
。
）
、
可
燃
性
固
体

類
、
可
燃
性
液
体
類
又
は
、
合
成
樹
脂
類
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り

扱
う
場
合
は
、
当
該
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
に
お
け
る
火

災
の
危
険
要
因
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
前
二
条
に
定
め
る
も
の

の
ほ
か
当
該
危
険
要
因
に
応
じ
た
火
災
予
防
上
有
効
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
基
準
の
特
例
）

（
基
準
の
特
例
）

第
三
十
四
条
の
三

こ
の
章
（
第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
の
七
及
び

第
三
十
四
条
の
二

こ
の
章
（
第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
の
七
及
び

第
三
十
二
条
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
は
、
指
定
数
量
未

第
三
十
二
条
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
は
、
指
定
数
量
未

満
の
危
険
物
及
び
指
定
可
燃
物
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い
に
つ
い
て
、

満
の
危
険
物
及
び
指
定
可
燃
物
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い
に
つ
い
て
、

消
防
長
（
消
防
署
長
）
が
、
そ
の
品
名
及
び
数
量
、
貯
蔵
及
び
取

消
防
長
（
消
防
署
長
）
が
、
そ
の
品
名
及
び
数
量
、
貯
蔵
及
び
取

扱
い
の
方
法
並
び
に
周
囲
の
地
形
そ
の
他
の
状
況
等
か
ら
判
断
し

扱
い
の
方
法
並
び
に
周
囲
の
地
形
そ
の
他
の
状
況
等
か
ら
判
断
し

て
、
こ
の
章
の
規
定
に
よ
る
貯
蔵
及
び
取
扱
い
並
び
に
貯
蔵
し
、

て
、
こ
の
章
の
規
定
に
よ
る
貯
蔵
及
び
取
扱
い

又
は
取
り
扱
う
場
所
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準

の
技
術
上
の
基
準

に
よ
ら
な
く
て
も
、
火
災
の
発
生
及
び
延
焼
の
お
そ
れ
が
著
し
く

に
よ
ら
な
く
て
も
、
火
災
の
発
生
及
び
延
焼
の
お
そ
れ
が
著
し
く

少
な
く
、
か
つ
、
火
災
等
の
災
害
に
よ
る
被
害
を
最
少
限
度
に
止

少
な
く
、
か
つ
、
火
災
等
の
災
害
に
よ
る
被
害
を
最
少
限
度
に
止

め
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
予
想
し
な
い
特
殊
の

め
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
予
想
し
な
い
特
殊
の

構
造
若
し
く
は
設
備
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
こ
の
章
の
規
定
に
よ

構
造
若
し
く
は
設
備
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
こ
の
章
の
規
定
に
よ

る
貯
蔵
及
び
取
扱
い
並
び
に
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
の
位

る
貯
蔵
及
び
取
扱
い
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置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
に
よ
る
場
合
と
同
等
以
上

の
技
術
上
の
基
準
に
よ
る
場
合
と
同
等
以
上

の
効
力
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
お
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

の
効
力
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
お
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
等
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い
の
届
出
等
）

（
指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
等
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い
の
届
出
等
）

第
四
十
六
条

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
（
個
人
の
住
居
で
貯
蔵

第
四
十
六
条

指
定
数
量
の
五
分
の
一
以
上
（
個
人
の
住
居
で
貯
蔵

し
、
又
は
取
り
扱
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
指
定
数
量
の
二
分
の
一

し
、
又
は
取
り
扱
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
指
定
数
量
の
二
分
の
一

以
上
）
指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
及
び
別
表
第
八
で
定
め
る
数
量

以
上
）
指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
及
び
別
表
第
八
で
定
め
る
数
量

の
五
倍
以
上
（
再
生
資
源
燃
料
、
可
燃
性
固
体
類
等
及
び
合
成
樹

の
五
倍
以
上
（

可
燃
性
固
体
類
等
及
び
合
成
樹

脂
類
に
あ
つ
て
は
、
同
表
で
定
め
る
数
量
以
上
）
の
指
定
可
燃
物

脂
類
に
あ
つ
て
は
、
同
表
で
定
め
る
数
量
以
上
）
の
指
定
可
燃
物

を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
お
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ

を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
お
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ

の
旨
を
消
防
長
（
消
防
署
長
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
旨
を
消
防
長
（
消
防
署
長
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

別
表
第
八
（
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
四
条
の
二
、
第

別
表
第
八
（
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
、
第
四
十
六
条
関
係
）

四
十
六
条
関
係
）品

名

数

量

品

名

数

量

綿
花
類

キ
ロ
グ
ラ
ム

綿
花
類

キ
ロ
グ
ラ
ム

二
〇
〇

二
〇
〇

木
毛
及
び
か
ん
な
く
ず

四
〇
〇

木
毛
及
び
か
ん
な
く
ず

四
〇
〇

ぼ
ろ
及
び
紙
く
ず

一
、
〇
〇
〇

ぼ
ろ
及
び
紙
く
ず

一
、
〇
〇
〇

糸
類

一
、
〇
〇
〇

糸
類

一
、
〇
〇
〇

わ
ら
類

一
、
〇
〇
〇

わ
ら
類

一
、
〇
〇
〇

再
生
資
源
燃
料

一
、
〇
〇
〇

可
燃
性
固
体
類

三
、
〇
〇
〇
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可
燃
性
固
体
類

三
、
〇
〇
〇

石
炭
・
木
炭
類

一
〇
、
〇
〇
〇

石
炭
・
木
炭
類

一
〇
、
〇
〇
〇

可
燃
性
液
体
類

立
方
メ
ー
ト
ル二

可
燃
性
液
体
類

立
方
メ
ー
ト
ル二

木
材
加
工
品
及
び
木
く
ず

一
〇

木
材
加
工
品
及
び
木
く
ず

一
〇

発
泡
さ
せ
た
も
の

二
〇

合
成
樹
脂
類

発
泡
さ
せ
た
も
の

二
〇

そ
の
他
の
も
の

キ
ロ
グ
ラ
ム

合
成
樹
脂
類

三
、
〇
〇
〇

そ
の
他
の
も
の

キ
ロ
グ
ラ
ム

三
、
〇
〇
〇

備
考

備
考

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

再
生
資
源
燃
料
と
は
、
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関

す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項

に
規
定
す
る
再
生
資
源
を
原
材
料
と
す
る
燃
料
を
い
う
。

六

可
燃
性
固
体
類
と
は
、
固
体
で
、
次
の
イ
、
ハ
又
は
ニ
の

五

可
燃
性
固
体
類
と
は
、
固
体
で
、
次
の
イ
、
ハ
又
は
ニ
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
一
気
圧
に
お
い
て
、
温
度
二

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
一
気
圧
に
お
い
て
、
温
度
二

十
度
を
超
え
四
十
度
以
下
の
間
に
お
い
て
液
状
と
な
る
も
の

十
度
を
超
え
四
十
度
以
下
の
間
に
お
い
て
液
状
と
な
る
も
の

で
、
次
の
ロ
、
ハ
又
は
ニ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を

で
、
次
の
ロ
、
ハ
又
は
ニ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を

含
む
。
）
を
い
う
。

含
む
。
）
を
い
う
。

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

七

石
炭
・
木
炭
類
に
は
、
コ
ー
ク
ス
、
粉
状
の
石
炭
が
水
に

六

石
炭
・
木
炭
類
に
は
、
コ
ー
ク
ス
、
粉
状
の
石
炭
が
水
に

懸
濁
し
て
い
る
も
の
、
豆
炭
、
練
炭
、
石
油
コ
ー
ク
ス
、
活

懸
濁
し
て
い
る
も
の
、
豆
炭
、
練
炭
、
石
油
コ
ー
ク
ス
、
活

性
炭
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。

性
炭
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。

八

可
燃
性
液
体
類
と
は
、
法
別
表
備
考
第
十
四
号
の
総
務
省

七

可
燃
性
液
体
類
と
は
、
法
別
表
備
考
第
十
四
号
の
総
務
省
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令
で
定
め
る
物
品
で
液
体
で
あ
る
も
の
、
同
表
備
考
第
十
五

令
で
定
め
る
物
品
で
液
体
で
あ
る
も
の
、
同
表
備
考
第
十
五

号
及
び
第
十
六
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
物
品
で
一
気
圧
に

号
及
び
第
十
六
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
物
品
で
一
気
圧
に

お
い
て

温
度
二
〇
度
で
液
状
で
あ
る
も
の
、
同
表
備
考
第
十

お
い
て
温
度
二
〇
度
で
液
状
で
あ
る
も
の
、
同
表
備
考
第
十

七
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
貯
蔵
保
管
さ
れ

七
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
貯
蔵
保
管
さ
れ

て
い
る
動
植
物
油
で
一
気
圧
に
お
い
て
温
度
二
〇
度
で
液
状

て
い
る
動
植
物
油
で
一
気
圧
に
お
い
て
温
度
二
〇
度
で
液
状

で
あ
る
も
の
並
び
に
引
火
性
液
体
の
性
状
を
有
す
る
物
品
（

で
あ
る
も
の
並
び
に
引
火
性
液
体
の
性
状
を
有
す
る
物
品
（

一
気
圧
に
お
い
て
、
温
度
が
二
〇
度
で
液
状
で
あ
る
も
の
に

一
気
圧
に
お
い
て
、
温
度
が
二
〇
度
で
液
状
で
あ
る
も
の
に

限
る
。
）
で
一
気
圧
に
お
い
て
引
火
点
が
二
五
〇
度
以
上
の

限
る
。
）
で
一
気
圧
に
お
い
て
引
火
点
が
二
五
〇
度
以
上
の

も
の
を
い
う
。

も
の
を
い
う
。

九

合
成
樹
脂
類
と
は
、
不
燃
性
又
は
難
燃
性
で
な
い
固
体
の

八

合
成
樹
脂
類
と
は
、
不
燃
性
又
は
難
燃
性
で
な
い
固
体
の

合
成
樹
脂
製
品
、
合
成
樹
脂
半
製
品
、
原
料
合
成
樹
脂
及
び

合
成
樹
脂
製
品
、
合
成
樹
脂
半
製
品
、
原
料
合
成
樹
脂
及
び

合
成
樹
脂
く
ず
（
不
燃
性
又
は
難
燃
性
で
な
い
ゴ
ム
製
品
、

合
成
樹
脂
く
ず
（
不
燃
性
又
は
難
燃
性
で
な
い
ゴ
ム
製
品
、

ゴ
ム
半
製
品
、
原
料
ゴ
ム
及
び
く
ず
を
含
む
。
）
を
い
い
、

ゴ
ム
半
製
品
、
原
料
ゴ
ム
及
び
く
ず
を
含
む
。
）
を
い
い
、

合
成
樹
脂
の
繊
維
、
布
、
紙
及
び
糸
並
び
に
こ
れ
ら
の
ぼ
ろ

合
成
樹
脂
の
繊
維
、
布
、
紙
及
び
糸
並
び
に
こ
れ
ら
の
ぼ
ろ

及
び
く
ず
を
除
く
。

及
び
く
ず
を
除
く
。


